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第１章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

ミャンマー連邦（以下、「ミ」国と称す）は、全人口の約７割を占めるビルマ族の他134の民族を抱

える多民族国家である。これらの少数民族の居住区は、政治的、地理的な制約から開発が遅れており、

道路・電力等の重要な社会基盤並びに教育・医療等の福祉施設が整備されていないため、住民の生活水

準は極めて低い状況にある。 

特に、本計画地であるシャン州コーカン地区は、自治組織としての第１特別自治区(Special Region 

No.1 (Kokang))が設立され、中国系住民による自治が行われているが、中国、タイ及びラオスの国境付

近の急峻な山岳地帯に位置するため、耕地面積は少なく、主食である米の自給率は約４割程度となって

いる。 

このため、長年、換金作物としてのケシ栽培が行われ、アヘン・ヘロイン原料の一大産地となってい

たが、当該地域における反政府活動が中央政府との和平協定をもって終結し、「ミ」国政府のケシ撲滅

運動が展開されていることと、2000年6月25日に第１特別自治区代表（ポーチャーシン氏）による当

該地域住民へのケシ撲滅宣言によって、ケシの栽培面積は徐々に減少している。しかしながら、荒地に

おいて乾季にも栽培できる高収益のケシの代替作物は少なく、住民生活は困窮したままであり、生活環

境は劣悪な状態が続いている。 

「ミ」国は、南北に走る山脈と高地が多く、モンスーンによる豊富な降雨量により包蔵水力エネルギ

ーが豊富であるが、コーカン地区の電力開発は著しく遅れており、水力発電所としては2001年現在で、

コーカン地区の中心地ラウカイ市に水力発電所（320kW x 2台）を有するのみである。また、コンジャ

ン村に独立電源系としての小型ディーゼル発電所（「ミ」国電力公社が運転・維持管理を担当）がある

が、同村内での電力利用に限られている。このためコーカン地区では電力不足を補うために、中国の配

電線を連系させ買電しているが、配電網はラウカイ市等の一部の地域に限られており、地方住民への電

力供給は行われていない。 

電力施設整備の遅れは電化率に顕著に表れており、コーカン地区全土の約90%近くの電力を消費する

中心地ラウカイ市では電化率100％となっているものの、コーカン地区全土の約７割の住民が居住する

地方農村部では、僅かに2％程度と想定されている。このため、地方農村部の住民はランプ生活を余儀

なくされており、朝と夜間の二部制で運営されている学校教育等にも障害が出ている他、医薬品の保管

が困難で診療所も設置できず、また、テレビ、ラジオ等のメディア活用による社会情報入手も困難とな

るなど、地方農村部の住民生活は困窮している。 
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しかしながら、急峻な山岳地帯での地方電化は高額な設備投資が必要であり、「ミ」国の逼迫した財

政事情から、同国による事業実施は困難な状況にあるため、諸外国の支援を受けつつ、整備が進められ

ている。 

1-1-2 開発計画 

(1) 「ミ」国の電力開発計画 

「ミ」国の電力事業は、電力省（MOEP：Ministry of Electric Power）の政策・指導の下で、ミ

ャンマー国電力公社（MEPE：Myanmar Electric Power Enterprise、以下「ミ」国電力公社と称す）

が実際の事業運営を行っている。しかしながら電力省及び「ミ」国電力公社として明確な電力政策・

電力計画を策定していない。また、エネルギー省も存在するが、同省の管轄は、石油と天然ガスに

限られており、電力も含めた総合的なエネルギー政策は策定されていない。 

なお、「ミ」国電力公社は、その事業目的の一つとして自国産エネルギーである水力発電の推進

を目指している。本計画の小水力発電所建設による電化計画は、事業目的と合致しているが、一方

で、緊急な地方電化推進策として小型ディーゼル発電による僻地の電化も掲げている。 

現在、「ミ」国電力公社は、国内に豊富に存在する包蔵水力利用を電源開発の大きな柱としてい

るが、当面は、基幹送配電網が届かないような僻地には、初期投資が安く、かつ工期が短いディー

ゼル発電所を建設し、1日 4時間程度の給電を行うことを標準的な電化方式としている。一方、石

油資源に乏しい同国では燃料費に問題があるため、開発効率が低いことから従来採用を後回しにし

てきた小水力発電を始めとする再生可能エネルギーをディーゼル発電の代替として利用し始めて

おり、計画対象地の状況に応じて適宜、電源方式を検討したいとしている。 

本計画地であるコーカン地区においては、「ミ」国電力公社は 1991 年にラウカイ市に小型ディ

ーゼル発電所（100kW）を設置し、当時１日２時間の電力供給を行っていた。しかしながら、現在

では中国からの配電線が連系されたこと、またディーゼル発電は燃料費が高いこと等からその運転

を中止している。また、ターシェータン村にも小型ディーゼル発電所（20kW）を設置していたが、

同様の理由で現在は運転されていない。このため「ミ」国電力公社の管理・運営による電力供給は、

コンジャン村の小型ディーゼル発電所（28.8kW）のみとなっている。 

しかしながら、「ミ」国電力公社によるこれらのコーカン地区の電化計画は、「ミ」国の全国的

な電力開発計画に基づくものではなく、同国政府の第１特別自治区に対する一時的なミャンマー化

政策の一環とも受け取れる。また、「ミ」国電力省、電力公社による当該地区への将来的な電化計

画は現在策定されてない。 

 

(2) 「ミ」国の送電網拡張計画 

「ミ」国電力省及び「ミ」国電力公社は、大型の火力・水力発電所を電源とし、送配電網の拡張
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による全国電力供給網の整備を実施している。しかしながら、送配電網整備に係る具体的な計画は

策定されておらず、新規発電所が建設され電力供給力が確保された時点で、送電線を一部拡張し、

送電線拡張に伴い電力不足問題が再発した段階で、送電線工事を中止し、再び発電所の建設を行う

場当たり的な事業展開となっている。図1.1.2-1に全国電力供給網を示す。 

同図に示す様に本計画対象地のあるシャン州コーカン地区においては、主要送電線網は連系され

ておらず将来の連系計画もない。 

 

(3) 第１特別自治区の電力開発計画 

第１特別自治区は、コーカン地域において中国からの配電線を連系するなど、「ミ」国電力公社

とは独立した系統運用を行っており、同電力公社との技術協力関係もない。同自治区は、計画策定

に当たって、必要に応じて中国のコンサルタントに水力発電所、配電線等の建設工事の設計を委託

し、計画を実施している。しかしながら、各計画を総合的に取りまとめた開発計画はなく、民間投

資による場当たり的な施設建設が行われている。 

 

(4) 国境省のコーカン地区開発計画 

国境省は「薬物統制の為のコーカン地区開発計画」を策定し、対象地域におけるケシ栽培の撲滅

のために代替作物の導入および転換の促進、村落の生活水準の向上を目標とし、給水・灌漑・電化・

道路の部門で社会基盤整備を行うとしている。 
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1-1-3 社会経済状況 

本計画地のシャン州コーカン地区は、中国との国境を接するため、経済的には中国の影響を受け、

中国の物資が日常にあふれ、通貨は中国通貨（元）が一般的に流通しており、一部の住民は中国標

準時間で生活している。言語もコーカン語（マンダリン語に近い）が話されており、英語・ミャン

マー語は一般住民には通用しない。また、「ミ」国の税制は適用されておらず、第１特別自治区と

しての独自の税制が引かれ、自治区として独自の運用を行っている。 

なお、第１特別自治区の財収は、農民からの収穫量 20%相当の税金、ラウカイ市での店舗営業許

可費、中国との国境貿易費用等で成り立っているが、開発予算は特になく、発電所建設、都市開発

等の大型の公共事業は、民間投資により計画が実行されている。 

1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

「ミ」国の少数民族が居住する地区は、政治的・地理的な制約条件から開発が非常に遅れており、基

本的インフラ整備が行われていないため、生活水準が極めて低い状況にある。特に、中国、タイ、ラオ

ス国境付近に位置するシャン州コーカン地区においては、丘陵・山岳地帯で耕地が少なく、主食である

米の自給率が 4～5 割程度しかないため、換金作物としてケシ栽培が長年行われ、アヘン・ヘロイン原

料の一大生産地となっている。 

近年「ミ」国政府のケシ栽培撲滅の努力により、ケシ栽培面積は次第に減少してきているが、荒地に

おいて乾季にも栽培できるケシに代わる高収益の代替作物は少なく、また、農業生産用資機材・農業生

産物の輸送のための農業道路の整備が不足し、生活改善に必要不可欠な電化事業が遅れているため、農

家の生活は困窮したままであり、農村地域の生活水準は極めて低い状況となっている。このため、同国

政府は少数民族の生活水準向上とケシ撲滅を目的として、新たな換金作物栽培への転換と、農業・農村

基盤整備事業を行うケシ撲滅プロジェクトを推進している。しかしながら、予算及び資機材不足のため

予定通りに進んでいないことから、当該地区の農村インフラ整備（道路、電化）のための無償資金協力

を要請してきたものである。 

この内、電化計画に関する先方要請は、我が国のそばプロジェクト（1-3-1参照）の活動中心地であ

るターシェータン村地域内の、コーカン地区 大のケシ栽培地帯であり、かつ未電化のため生活水準が

劣悪な状況にあるチャーシーシュ村村落群（現地ではビレッジトラクトと言う。行政上の区分で全１０

村落。地理的な集落区分では全１６ヶ村。）において、電化計画を促進し、住民の生活環境改善を図り、

ひいてはケシ栽培撲滅のためのそば等の代替作物導入を支援しようとするものである。 
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なお、本計画実施の前提条件として、2000年10月に実施した予備調査団の報告を受けて、本計画の

電化計画は、本計画地用の小水力発電所を建設し、各需要地への配電線を整備する事で電化を行うこと

としており、2001 年 3 月の第一次官側調査派遣時にも、先方との協議を経て、その方向性に変更が無

いことを確認した上で、ミニッツに記載し、本件基本設計調査を開始し、電化計画に関する現地調査を

完了した。 

しかしながら、2001年4月27日本計画と関連する技術協力案件であるそばプロジェクト視察団が現

地を訪問した際に、先方から「先方が構想を描いているラウカイ市への給水路建設計画と本計画の小水

力発電所が同じ水源を利用することで、本計画が生活用水の水不足を引き起こす」との懸念が表明され、

同時に「将来の給水路建設計画への影響を避けるため、上記ミニッツで合意した小水力発電建設計画か

ら既設10.5kV高圧配電線の延長計画へ変更したい」との要望が出された。 

このため、2001 年 5 月に派遣した第 2 次官側調査団は、先方との再協議を経て、先方の 終的な意

向が、既設 10.5kV 高圧配電線延長計画であることを確認し、ミニッツに記載した。これにより、本件

基本設計調査は、小水力発電所による電化計画から、既設高圧配電線の延長による電化計画へ変更する

こととなった。 

1-3 我が国の援助動向 

1-3-1 技術協力（そばプロジェクト） 

我が国と「ミ」国は緊密で良好な関係を有し、独立後一貫して親日国であること、及び同国の大きな

開発ニーズを踏まえ、他の東南アジア諸国と並んで我が国援助の重点国の一つとして位置付けられてい

た。1988 年の政変以降は一定の分野を除いて「ミ」国への経済協力は実質上停止されていたが、1995

年7月のスー・チー女史の自宅軟禁解除等に見られる事態の進展を受け、上記方針を一部見直し、既往

継続案件や民衆に直接裨益する基礎生活分野の案件を中心に協力が実施されている。 

本調査の対象地域においては、1998 年に草の根無償で給水施設が建設されたほか、技術協力として

シャン州北東部国境地域村落開発技術協力（そばプロジェクト）が実施されており、地域住民の生活改

善と麻薬関係作物の転作のために、そば栽培の導入・普及の活動を行っている。 

そばプロジェクトの現在の活動 大中心地は、本調査の対象道路沿線のターシェータン地区である。

同地域では、2000年/2001年度のそば栽培の耕作面積をコーカン地区全体の耕作面積（1,650エーカー）

の約 3 割にあたる 500 エーカーとしている。5 年後を目標として耕作面積を 10,000 エーカーに拡大し

たいとしている。耕作面積の拡大はコーカン地区北部のホンアイ/マウタイ区およびコンジャン区が中

心となる。表1.3.1-1にコーカン地区のそば栽培の耕作面積と収穫高の予定を示す。 
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表 1.3.1-1 そば耕作面積と収穫高(予定)（2000 年度） 

   耕作面積（計画） 
 

収穫高（予定） 
 

行政区 ビッレジ・トラクト 
 

エーカー （％） トン （％） 

ホンアイ/マウタイ区（紅星区） ホンアイ/マウタイ 100 6.1 20 6.1 

コンジャン区  

(興旺区) 

コンジャン 100 6.1 20 6.1 

ターシェータン区 

（西山区） 

ターシェータン 
（チャーシーシュ村落

群を含む） 

500 30.3 100 30.3 

ミンシューシャン 50 3.0 10 3.0 

パーシンジョウ 250 15.2 50 15.2 

パーシンジョウ区 

（東山区） 

ターシェー 100 6.1 20 6.1 

ロンタン 400 24.1 80 24.1 チンシュイホー区 

（清水河区） 
チンシュイホー 100 6.1 20 6.1 

ラウカイ直轄区 

（老街区） 

ナリ村 50 3.0 10 3.0 

合計  1,650 100 330 100 

出所：JICAそばプロジェクト 

 

そばプロジェクトのコーカン地区における 2000 年度の作付実績を図 1.3.1-1 に、実施フローを図

1.3.1-2に示す。 
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・適宜そばプロジェクトから技術支援、 

モニタリング 

・輸入量の決定 

・現地情報のシェア 

種 子 の 増殖 

輸   出 

選別・調整・袋詰 

集   荷 

価 格 決 定 

実 施（農家による栽培） 

種子・肥料の発送 

種 子 の 確 保 

栽培地および面積の決定 

現地側要請の収集・取りまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月  

 

 

8～12月 
 

 

 
11～12月 

 

 

 
12～1月 

 

 

 1～2月 

 

 

2月  

 

（注）実施時期は、2000/2001年の実績による。 

 

図1.3.1-2 そば栽培の時系列およびフロー 
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1-3-2 草の根無償 

我が国の当該地区への草の根無償の実績は、1998 年に本計画の道路改修対象地域の一つであるコン

ジャン地区ターシェータン村に建設した給水施設（資金約 8,000US ドル、対象約１,200 人）があり、

現在稼動中であるが、電力分野への援助実績はない。 

1-4 他ドナーの援助動向 

1-4-1 UNDCP 

UNDCP（国連薬物統制計画）は、UNOPS（国連プロジェクト・サービス機関）を活用して、「ミ」国の

麻薬撲滅計画を実施している。また、UNDCPによる本計画対象地のシャン州コーカン地区では、以下の

分野の活動を行っているが、電力分野への援助実績はない。 

• 

• 

• 

• 

• 

給水施設（1997年ラウカイ市、1999年マントンパ村） 

灌漑 

農業 

道路 

医療（X線設備） 

 

1-4-2 中国 

中国電力公社がコーカン地区に 35kV 送電線を延線した際、中国側国境までの工事費を同電力公社が

負担している。また、ラウカイ変電所の建設に当たっては、50%の建設費を同電力公社が負担するなど、

当該地区での電力施設建設に貢献している。 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

本計画における「ミ」国側の受入れ機関は、国境地域少数民族開発省（以下、国境省と称す）の民族

国境開発局であるが、当該施設の供用開始後の運営・維持管理は、第1特別自治区が担当する。本計画

における両機関の関係を図2.1.1-1に示す。 

第1特別自治区には10の部局があり、その内の一つである計画産業部がコーカン地区の電力・道路・

灌漑事業を管理・運営している。電力事業は、計画産業部に所属する企業局電力事業課(総職員数46名)

が担当しており、本計画で整備される資機材の運転・維持管理を担当する。なお、企業局では電力事業

の他、TV放送及び電話（有線・携帯）事業の運営も兼務している。 

電力事業課の運営は、企業局長の直接指示の下で行われており、本計画実施の際にも、企業局長がプ

ロジェクト全体の調整・管理を行い、電力事業課から当該電力施設の専属職員が選定され、運転・維持

管理及び電気料金徴収を担当する予定である。第１特別自治区の組織を図2.1.1-2に、また同自治区計

画産業部の組織を図2.1.1-3に示す。 

同図に示す様に、第1特別自治区のコーカン変電所及びロンチン発電所には現在22 名の運転・維持

管理要員が３交代制で勤務しているが、本計画の供用開始後には、当該配電設備の運転・維持管理実務

を兼務する計画である。また、企業局では必要に応じて中国から技術者を雇用している。これらの組織・

人員体制は本計画実施上、特に問題はなく十分な運用が行えると判断される。 
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図 2.1.1-1 第１特別自治区と国境省の関係 
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2-1-2 財政・予算 

第１特別自治区の電気事業は、中国からの買電を需要家に売電する事で成り立っている。中国からの

買電価格は 2001 年 6 月現在 0.6 元／kWh で、一般需要家には 1.2 元／kWh、政府関係には 0.5 元／kWh

で売電しており、この差益を運転・維持管理費に充当している。また、本計画地近郊のターシェータン

村については、当該地域の村落委員会が自己資金で配電線を建設したこともあり同村落委員会と第１特

別自治区の協議により、ラウカイ市の一般需要家と比べると一時的な措置ながら低い料金が設定されて

いる。表2.1.2-1にコーカン地区の電力料金制度を示す。 

なお、第１特別自治区の電力は、電源を中国に依存しているものの、ラウカイ市を中心とした活発な

需要地を抱えているため、電力部門としての財務状況は良好であり、第１特別自治区としては、電力事

業課を独立採算方式で運営させている。 

同電力事業課には、将来の開発資金といった保有資金は無いが、発電所建設などの開発事業に当って

は、第１特別自治区が出資する他に、地元資産家より出資者を募り、共同事業体として運営させ、その

事業収益を出資者で分担するシステムを導入し、事業運営を継続している。 

表 2.1.2-1 コーカン地区の電力料金 

需要家の分類 電力料金(kWh当り) 
一般住宅需要家 
商業・工業需要家 1.2 元  (約18円) 

政府関係施設 0.5 元  (約8円) 

ターシェータン村（一時的な暫定料金） 0.65 元  (約10円) 
中国からの買電価格 0.6元 (約9円) 

注） 1 元 ＝15円として換算した。 
出所：第１特別自治区 

 

公表されている電力事業課の財務諸表はないが、第１特別自治区計画産業部の企業局長によると、

1997 年までは中国への負債返済や料金不払い問題などで赤字が続いていたが、近年の当該自治区中心

地ラウカイ市の好況もあり、2000年度から経営状態は黒字に転じている。 

このため、表2.1.2-2に示す通り月平均の販売収益(約200,000元)に対して、中国への電力料金支払

い（150,000元、全支出の約79%）等を除いても、5％程度の営業収益がある。 
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表 2.1.2-2 電力事業課の営業収支（月額平均） 

項目 １ヶ月当たりの金額（元） 
営業収入  

売電収益 約200,000 

営業支出  

中国への電気料金支払い 約150,000 

人件費, 
予備品購入費等 

 約 4,000 

（支出計） 約190,000 

営業収支  約 10,000 

出所：第１特別自治区への聞取り調査による。 

 

なお、第1特別自治区では「ミ」国政府を含めた政府関係機関からの電気料金徴収は現在行われてい

ない。また、電気料金未納、盗電等のノンテクニカルロスが約 20％発生しているなどの問題がある。

しかしながら、電気料金未払い者に対しては、第１特別自治区として5,000～20,000元の罰金制度が制

定されるなど、電力事業課の財政状況は徐々に改善されるものと判断される。 

本計画の内、低圧配電幹線から各需要家への接続工事は「ミ」国側負担工事であり、実際には第１特

別自治区がその責務を負う。第１特別自治区の会計年度は、1月から12月までであり、毎年10月頃に

次年度予算が審議されるので、本計画の必要な予算については、本計画の実施が確定次第、第一特別自

治区が計画産業部の予算計画を基に、特別枠で計上する予定としている。これらの財政・予算状況は、

本計画実施上、特に問題はないと判断される。 

2-1-3 技術水準 

本計画の運転・維持管理を担当する計画産業部企業局電力事業課の総職員は 46 名（内 発電所・変

電所等の現業部門 22 名）であるが、現在、要員育成制度等は確立されていない。しかしながら、第１

特別自治区では本計画施設と建設中のロンチン第2発電所をも考慮に入れ、能力のある要員を計画的に

育成して行くために、経験豊富な技術者によるOJTや海外研修を実施したいとしている。 

また、計画産業部企業局電力事業課の維持管理技術のレベルは、過去かなり脆弱なものであったが、

ロンチン発電所が運転を開始した 1999 年以降、建設を担当した専門技術者がラウカイ市に定住し、同

専門家の指導により、現在では変電所の日報･月報作成や、線路目視点検などが独自に実施できるまで

に向上している。 

なお、本計画対象地で建設が計画されている配電線は、基本的に現在運用しているラウカイ市の配電

線と同仕様である。変圧器、高圧しゃ断器盤などの機能品を除き、電線、碍子及び取付金具といった製

品は、現地で流通している製品を適用することから、保守・点検は現在の「ミ」国側の技術水準で対応

可能である。 
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これらの状況から判断して、本計画の建設工事中に日本側の配電技術者による運転・維持管理技術の

移転を実施し、「ミ」国側（第1特別自治区）職員に適正な維持管理技術を習得させ、さらに必要な予

備品と運転・保守マニュアルを整備すれば、「ミ」国側職員による本計画完了後の施設の適切な維持管

理が確保できると判断される。 

2-1-4 既存の施設・機材 

(1) ラウカイ市の既存電力網 

本電化対象計画地であるチャーシーシュ村が隣接するラウカイ市への電力網は図2.1.4-2に示す

とおりであるが、同市を中心とした近隣地域へのすべての電力供給は、第1特別自治区が独自に中

国から買電し、自己資金で建設した電力設備により実施されており、「ミ」国本土の電力網とは連

系されていない。同図に示すとおり、配電系統はコーカン変電所を中心として、ラウカイ市内の住

宅商店をはじめ、テレビ局・電話局・街路灯などの公共設備、「ミ」国政府施設や近隣のターシェ

ータン村等に電力を供給している。市内は 10.5kV 高圧配電線が整備されており、停電は比較的少

なく、電力供給は現在安定している。 

第1特別自治区の電力部門は、技術的および資金的に「ミ」国電力公社の支援を受けることは無

く、独自の要員による運転・メンテナンス・設備投資が行われている。ラウカイ市には MEPE の事

務所があるが、実質的な業務は行っていない。 

なお、中国からの買電用変電所となっているコーカン変電所の変圧器容量は、3,150kVA（力率0.8

として、2,520kW）であるが、第 1 特別自治区は、ラウカイ市のはずれにロンチン発電所（ペルト

ン水車2台640kW）を運転し、更に第2ロンチン発電所（320kW）を建設し、電力供給力の増強を図

っている。なお、コーカン変電所の日負荷曲線（図 2.1.4-1）を見ると、同変電所の余裕負荷は約

630kVA程度と少なく、ラウカイ市ニュータウンの開発に合わせて、ロンチン発電所の運用を考慮し

た上で、将来は中国からの売電容量の増加のためにコーカン変電所の変圧器増設が必要と思われる。 
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(2) コーカン変電所 
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(3) ロンチン発電所 

ラウカイ市内には 1999 年 9 月に完成した落差 300 メートルを利用したロンチン水力発電所があ

る。同発電所は、ペルトン水車2台により 大出力640kW（合計）が可能となっており、系統的に

はコーカン変電所からターシェータン村に向けた10.5kV配電線の途中に接続されている。 

当該発電所の現地調査時は、乾期における水量不足の為、運転を見合わせていた。運転員による

と乾期は水不足のため、１日５時間程度の運転となるとのことである。 

2 台のペルトン水車は、それぞれノズルが１つ（1 射）で運転されているもので、水車入り口弁

や起動時には、系統からの電源によりノズルに設けられたモータを駆動させる事で、これを開き、

水車を起動する事が出来る。水車出力の増減は、当初配電盤に設けられていたスイッチ類を、現在

では操作机上の制御盤に移動し、運転員1人が2台の水車を同時操作可能なように改造している。 

現地調査中に発電機1台のカバーをはずし、発電機内部のスリップリングの点検清掃中であった

が、維持管理作業は概ね良好と思われる。また、発電機の励磁には、サイリスタを利用した静止型

励磁装置が採用されているが旧式であり、現在、世界的に一般化している AC エキサイタを使用し

た励磁装置と比べると、メンテナンス性に問題がある。 

 

(4) ロンチン第2発電所 

現在、第1ロンチン発電所の下流に第2ロンチン水力発電所（出力320kW）を建設中であり、本

年内の完成を目標としている。建設中の現場は、掘削などの土木工事を行っていたが、中国からの

出稼ぎ労働者により作業が進められている状況で、大半の作業を人力で行っており、作業区画や掘

削面の保護など、安全対策などに多くの問題が見受けられた。 

 

(5) 配電設備 

コーカン地区の配電線は、基本的にコンクリート柱を利用した架空配電線が採用されており、

10.5kV配電線と400/230V低圧配電線が共架されている。 

第１特別自治区によると、電力運営収支からテクニカルロス及びノン・テクニカルを合わせて50%

のロス率（配電損失）があるとしている。その内訳は、電気料金未払い 10%、盗電 10%、配電ロス

30%としており、ノンテクニカルロス（電気料金未払いと盗電）による損失が20%と大きい。 

なお、ターシェータン村にも既設 10.5kV 配電線網があるが、同配電網は同村の村営委員会が自

己資金で建設しており、施設の所有権はターシェータン村となっている。このため、ターシェータ

ン村の配電線路の運転維持管理は第1特別区の指導の下、同村内の運営委員会が行っており同村に

は電気技術者が常駐している。 

 

2-7 



(6) 農村部の電気設備 

未電化の農村部においても電化に関する関心は高く、一部の農家は共同で 100Ｗ程度の小型水車

を購入し、灌漑用水を利用した発電を行っている。また、ある村落リーダー宅では、脱穀機を改造

したディーゼル発電を行い、私設のビデオ上映所を開設して、住民へのサービスを行っている。 

 

(7) その他の電気設備 

コーカン地区の「ミ」国電力公社の設備としては、調査対象道路の終点であるコンジャン村に小

容量のディーゼル発電機が稼動しているほか、チンシュイホー村に出力 20kW 程度の水力発電所が

運転しているが、独立系統でありコーカン地区全土を結ぶ連系系統はない。また、「ミ」国の電力

系統との連系計画もない。なお、表 2.1.4-1 にコーカン地区と中国送配電線の連系状況を示すが、

同表に示すとおり、電力需要はラウカイ市に集中している。 

 

表 2.1.4-1 中国送配電線との連系状況 

地域 中国からの受電

電圧 

受電容量 配電先 備考 

中央部 35kV送電線 平均1,200kW 

（ 大約2,500kW） 

ラウカイ市、ターシ

ェータン村 

ラウカイ市の変電所で 35kV を

10.5kV に降圧し、10.5kV で配電し

ている。 

南部 10.5kV配電線 約150kW チンシュイホー村 ラウカイ市の近郊約５km 付近まで

配電線が敷設されている。 

北部 10.5kV配電線 不明 ホンアイ村  

 

2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

本計画対象地（チャーシーシュ村周辺）のインフラ整備状況は劣悪で道路、給水、灌漑、医療、教育

施設等は、ほとんど未整備である。炊事、洗濯等の生活用水は沢水を直接利用し、婦女子が水汲み労働

に従事している。また、排水は河川に直接放流されており、ゴミ処理設備、浄化槽などの整備は無く、

一部の村では村落中心部にドブ川が流れ、生活雑排水による汚臭が激しい。 

更にチャーシーシュ村村落群には病院・診療所等の医療施設はなく、唯一、チャーシーシュ村に私設

診療所があり、ベッドを設置し点滴等の医療活動を行っているが、未電化であるため薬品冷蔵庫、滅菌

設備等もなく、不衛生な状態である。勿論、電話等の通信設備もない。 

なお、チャーシーシュ村へは、ラウカイ市とコンジャン村を結ぶ幹線道路をターシェータン村で分岐

し、チャーホー村（ターシェータン村村落群の一つ）を通過しアクセスするが、ターシェータン村から
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先は、まったくの未舗装で雨が降った翌日には４輪駆動車でも通行が困難となり、雨季の車両通行は不

可能となる。 

また、チャーシーシュ村の周辺村落は、チャーシーシュ村中心から北西、南、南東方向の急峻な山岳

地帯へ展開しており、 遠方の村（ワイヤオ村、南東方向）は、チャーシーシュ村から直線距離で約８

km の位置にある。また、各村落間を結ぶ車道はなく、アクセスには急峻な獣道程度の山道を利用する

が、各地への踏査には、それぞれ１日～２泊３日の旅程で、１日４～６時間程度の行程を余儀なくされ

る。なお、現地の地形、土質状況等から判断して、雨季には当該山道のアクセスも相当に困難な状況に

なると想定される。 

2-2-2 自然条件 

本計画対象地は、チャーシーシュ村を中心として半径約8kmに点在する集落郡であるが、各地域の自

然環境及び踏査状況等は以下のとおりである。（なお、各地名に付けている①～⑨の番号については、

巻頭図参照。） 

 

(1) 一般状況 

1) ターシェータン村よりチャーシーシュ村 

既設 10.5kV 配電線は、ラウカイ市にあるコーカン変電所からロンチン発電所を経由しターシ

ェータン村まで延線されており、途中、ターシェータン村村落群の一部であるパオウィ村とナン

コー村を含めた地域に給電がなされている。ターシェータン村よりチャーシーシュ村まで高原の

盆地状の緩やかな谷間を通る車道があり、当該道路沿いの配電線架設は可能である。当該道路は

部分的に石畳があり、歩道としての機能は充分であるが、車道部分は表面に砕石等の処理が施さ

れておらず｢水溜り｣、｢輪だち掘れ｣、｢法面崩壊｣等が数箇所で見受けられる。このようなことか

ら、雨期（例年5月～10月）における当該道路の車輌での通行は困難が予想される。 

当該道路沿いには、チャーシーシュ村中心地までに数戸の集落（ターシェータン村落群チャー

ホー村）がある。これらの集落は、近隣の田畑での水稲、お茶、トウモロコシ、ケシ等の栽培を

生計の糧とし、収穫時にはターシェータンの市まで運んで換金し必要な生活物資を仕入れている。 

 

2) チンシュイホー川東側区域 

チャーシーシュ村北東で東側に分岐される当該ルートは、途中の⑤-1チュワチャイ村まで山腹

の山道沿いがあり、落葉広葉樹の雑木が覆い茂る中を通過する。同ルートは、⑤-1チュワチャイ

村から更に東側（⑤-2タチェロ村方向）及び南側（⑤カーワンタン村方向）に分岐される。南側

ルートは、途中⑤カーワンタン村から山腹の平坦な山道沿いに2kmほど歩くと急な瓦礫の下り坂

に遭遇する。 
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この坂を下りきると、ここから先は山の尾根伝いに幅 2ｍ程度の山道が当該ルート 高点（標

高 1,720ｍ）の所まで続いている。途中の山々は、近隣の村民により木々が伐採され切り開かれ

た様子が見受けられる。切り出された薪は、燃料や木炭になり自家消費又はターシェータン村な

どでの市で販売されている。この様に切り開かれたところは、後に焼畑となりトウモロコシ、ケ

シ等の栽培が行われ換金作物として村民の生活の糧となっている。 

徒歩起点の⑤カーワンタン村から歩く事、約2時間で③スアンカリン村に到達できる。当該村

は、46戸、276人が生活を営むミャオ（苗）族の集落である。ミャオ族の女性は、子供から大人

まで色彩豊な独特の民族衣装をまとい、他の部族とは違う文化、慣習を継承している。 

当該ルートは、③スアンカリン村手前の 高地点（峠）で反対側に④ワイヤオ村を有し、峠付

近にはクマチャイなる集落（ワイヤオ村の一部）がある。④ワイヤオ村は、③スアンカリン村と

は異なるコーカン族43世帯、258人が生活を営む集落である。コーカン族は、中国の文化、宗教

を継承し家畜の飼育等も盛んである。この様な家畜は、黒豚、ニワトリ、アヒルなどであるが放

し飼いが殆どで成育すると市に供出し現金を得ている。 

峠の分岐点から④ワイヤオ村までは急な下り坂の連続である。峠よりは、約2kmの距離である

が290ｍの標高差があり、40分程度で到達できる。道路状況は、前述のとおり狭い道をくねくね

と雑木林の中を通って行く。道筋と平行して雨水の流出跡がくっきりと残っており、道路は掘れ

た状態となっている。 

 

3) 中央区域（①ターシュウサイ村～②マモス村） 

チャーシーシュ村途中より①ターシュウサイ村までは車輌の通行が可能であるが、道路面は砕

石等の表面処理が施されておらず雨期の通行には困難が予想される。②マモス村へはここより徒

歩となるが、道路状況は極めて悪く雨期の排水も同ルートを流れている様である。 

②マモス村へは、①ターシュウサイ村より山道を歩いて 1 時間 20 分ほどの所要時間で到達で

きるが、帰り道の行程は大半が上り坂となるため所要時間は倍近くかかる。マモス村は、70世帯

420人が生活を営むコーカン族の集落である。道中には、②-1ターミンスなる閑散とした集落が

あり、②マモス村行政区に属している。本村は比較的豊な暮らし振りである。他村同様、畑作に

よる換金作物及び家畜の飼育等によって潤っている。同村は、地形的にも恵まれており、集落の

廻りは山の尾根に沿った平坦な部分が多く作物（茶、トウモロコシ等）の収穫量も比較的多い様

である。 

 

4) チャーシーシュ村西側区域 

当該ルートは、チャーシーシュ村を起点に北方に⑥マーチーチ村、⑨レイサン村、北西方向に

⑧フワンティン村及び⑦ニューシャン村の8ヶ村（村落群内小集落群含む）からなる地域である。
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幹線道路よりのアクセスは、前述の通りチャーシーシュ村まで車輌での通行が可能であるが、現

状の道路事情から判断すると雨期における通行は困難極まりない事が予想できる。 

当該地域は、チャーシーシュ村から全て徒歩でのアクセスとなり、極めて険しい山岳道路（獣

道程度）を利用する。⑥マーチーチ村までは約1時間の上り坂であるが、⑥マーチーチ村を過ぎ

ると登り勾配は緩やかになり見晴らしの良い山腹道に遭遇する。 

標高約 1,600m の山腹沿いに傾斜地そのままの畑が広がっている。山裾には僅かながらの棚田

が見受けられ、谷間には小川があり灌漑用水として付近の棚田を潤している。 

同山腹道上下の田園風景を過ぎると、様相は一変し緑が多い小高い山々の裾を通過する。道路

は緩やかな下り坂或いは平坦になり、道幅も幾分か広くなってくる。山道が平坦になると、決ま

って道路面は洗濯板状になっている。これは、凸部の間隔が歩幅になっている事から雨期に歩行

を難なくするための生活の知恵と見受けられる。この付近から、⑨レイサン村までは低木の雑木

林の中を通り同村に到達する。⑨レイサン村から更に西側の⑧フワンティン村、⑦ニューシャン

村へは同様の低木の森林地帯を通る行程となる。 

 

(2) 気象条件 

1) 雨量、気温、湿度 

本計画対象地域での詳細な気象データは記録されておらず、表2.2.2-1に示すとおりラウカイ

市における過去 3 年間（1998 年～2000 年）の年間降雨記録のみであり、気温、湿度のデータは

ない。同資料より、当該地域の雨期は例年 5 月より 10 月までの半年間であり、 大日降雨量に

おいても 18mm～20mm と同時期における首都ヤンゴンの約半分の量である。しかしながら、当該

電化対象地域の道路事情、運搬機材等を考慮すると上記シーズンの建設は大変困難である事が予

想できる。 
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表 2.2.2-1 ラウカイ市内の降雨記録(1998 年～2000 年) 

年 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 

降雨量 

(mm) 
- 14.0 56.4 57.9 106.2 276.1 390.4 352.3 132.6 49.8 11.9 - 1,447.6 

1
9
9
8
年

 

降雨日 

(日) 
- 2 5 8 8 14 25 20 7 4 2 - 95 

降雨量 

(mm) 
- - - 51.6 274.1 123.2 205.7 277.4 302.8 95.5 104.1 - 1,434.4 

1
9
9
9
年

 

降雨日 

(日) 
- - - 6 19 11 17 25 15 8 7 - 108 

降雨量 

(mm) 
- 23.9 30.0 80.0 289.8 163.1 198.9 311.2 167.9 192.3 - - 1,457.1 

2
0
0
0
年

 

降雨日 

(日) 
- 1 4 7 13 19 16 16 15 11 - - 102 

出所：第 1 特別自治区 

 

2) 地震 

平成 11 年度に金属鉱業事業団が行った衛星画像解析による「ミ」国地質調査では、同国は、

西側より東側に向けて、N-S 系の境界を有する 4 つの地質体に分類されている。本計画地（シャ

ン州コーカン地区）は、「ミ」国東部の高地部にあり、4つの地質分類の内、全国土のおよそ50％

を占めるSino-Burman Rangeに属しており、先カンブリア紀、古生代及び中生代の岩石からなり、

広範に花崗岩類の貫入を被っているとしている。本地帯は少なくとも5度にわたる大きな造構運

動を被ってきたと考えられており、中生代末に現在の安定陸塊として固定するに至ったと考えら

れている。 

また、本地帯北部には、モゴック・ベルト（Mogok Belt）と呼ばれる火成岩を主体とする狭長

な地質体が分布し、多くの平行断層あるいは雁行状断層があり、現在でもしばしば地震が観測さ

れる活断層である。図2.2.2-1に「ミ」国の土質区分を示す。 

なお、本計画地が属するシャン州の過去 5 年間（1995 年～1999 年）に発生した地震記録及び

位置は次の通りであるが、5 年間に 7 回の地震を観測している。図 2.2.2-2 にシャン州の震源地

位置を示す。 
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3) 雷、風等 

本計画地（コーカン地区）での雷、風速に関する統計資料はないが、雨期には雷雨が発生し、

山岳地帯特有の風が吹き荒れることがある。世界気象学協会によれば、同地域の年間雷雨日数は

20 日～40 日である。なお、本計画地の南西約 70km 地点にあるラシオ地域の 1999 年における風

速、風向は表2.2.2-2の通りである。 

表 2.2.2-2 ラシオ地域の風速・風向統計（1999 年） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 

高風速 

(ｍph) 
9.0 4.8 12.0 12.0 12.0 7.2 4.8 6.0 4.8 6.0 2.4 2.4 

平均風速 

(ｍph) 
0.5 0.5 2.7 3.5 1.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.0 0.5 0.4 

風向 SW NW NW NW SW SW SW SW SW NW SW NE 

出所：Department of Meteorology and Hydrology in Myanmar 

 

2-2-3 その他（人口、家屋数、公共施設、住民生活状況等） 

チャーシーシュ村村落群の人口・家屋数及び公共施設の状況は、表2.2.3-1に示す通りであり、チャ

ーシーシュ村村落群（現地ではビレッジトラクトと言う）は、行政上の区分で全１０村落であり、地理

的な集落区分では全１６村で構成されている。 

同村落群の中心となるチャーシーシュ村の人口は、882 人（147 戸）であり、村落群全人口（4,602

人、767 戸）の約 19%を占めている。また、チャーシーシュ村に隣接するターシュウサイ村は、当該村

落群の中で 大村落となっており、人口は936人（156戸）である。また、全村落は未電化である。 

なお、本計画の 10.5kV 配電線接続点（ターシェータン村）とチャーシーシュ村を結ぶ道路沿いには

ターシェータン村村落群に属すチャーホー村（人口540人､90戸）がありチャーシーシュ村村落群と同

様に未電化となっている。 

チャーシーシュ村には、当該村落群で 大の小学校がある。同小学校は 1996 年に設立されたもので

あるが、雑材で建設されており、校舎は相当に老朽化している。同小学校は、朝と夜の二部性で、朝は

ミャンマー語で教育し、夜はコーカン語での教育が行われているが、未電化のため、教室には照明設備

もなく、暗がりでの学習には困難が伴っている。また、同村には、チャーシーシュ村村落群の行政を統

括する村役場や私設診療所があるが、未電化の為、効率的な運用ができない状態となっている。 

当該村落群の全ては農村である。コーカン地区は和平合意締結まではケシ栽培により多大な収入を得

てきたが、第１特別自治区としては、現在ではケシ栽培を撲滅すると対外的に宣言し撲滅運動を進めて

いる。しかしながら、未だ人目につきにくい山間部ではケシ栽培が依然として行われている。 
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なお、本計画地内の農家で照明用石油ランプの使用状況を確認したところ、月当たり約 120 元（約

1,800 円、約 19 リッター）の支出があった。同農家は大家族で、５部屋に１４人が生活しており、３

人の成人男子がおり、当該地域の一般的な家庭（一家族約６人）から判断すると３家族分に相当するた

め、一家族当たりの照明用石油代は約40元（約600円）となる。 

本計画での電力需要は、一家屋で0.2kW と想定されるため、月平均使用量は約18kWh (0.2kW x 3 時

間/日 x 30 日)程度となる。第１特別自治区によると、本計画の供用開始後の電気料金を例に現在の電

気料金と同一の1.2元/kWhとすると、月額支払いは約22元となり、石油ランプ代より割安となる。 

なお、チャーシーシュ村には村民の有志で建設したマイクロ水力発電機（100W１台 、3kW１台）があ

り出資した農家（計 10 軒）が照明、テレビ用として利用している。同農民の話では、当該発電機の建

設動機は、高い石油ランプ代の代替であるとしており、各農家共に、割安で利便性の高い電気の供給を

望んでいる。 
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表 2.2.3-1 本計画対象地の人口・家屋数・公共施設 (2001 年 6 月現在) 

公共施設（個所） 

区 分 集落名 
一般住宅 

（戸） 

人口 

（人） ミャンマー 

小学校 

コーカン 

小学校 
診療所 水場 市場 村役場 

ﾁｬｰﾎｰ村 Cha Ho 90 540 0 1 

(生徒数30) 

0 1 0 1 

[ﾁｬｰｼｰｼﾞｰ村] Kya Si Su         

①ﾋﾟﾝﾁｬﾝ集落 Ping Chan 56 336 1 

(コーカン小学校内に併設) 

（生徒数38、教員3） 

1 

(生徒数78、教員2) 

1 

(私設) 

1 1 0 

②ﾁﾝﾁｭｳﾑ集落 Chun Chourn 上記に含む  0 0 0 0 0 0 

③ﾀｰｲﾝﾌｧﾝ集落 Ta Ying Fan 50 300 0 0 0 0 0 0 

④ｼｬｵｲﾝﾌｧﾝ集落 Syao Ying Fan 上記に含む  0 0 0 0 0 0 

⑤ﾀｰﾎﾝﾋﾟﾝ集落 Ta Hon Pyin 41 246 0 0 0 0 0 0 

⑥ﾌｲｼﾞｰｼﾞｬﾁｬﾝ集落 Hui Zi Ja Chang 上記に含む  0 0 0 1 0 0 

ﾁｬｰｼｰｼｭ

村 1km

圏内 

小計  237 1422 1 2 1 3 1 1 

①ﾀｰｼｭｳｻｲ村 Ta Kyu Sai 156 936 0 1 

(生徒数30) 

0 1 0 0 

②-1 ﾀｰﾐﾝｽ村 Ta Min Su ﾏﾓｽ村に含む  0 0 0 1 0 0 

⑤ｶｰﾜﾝﾀﾝ村 Ka Wang Tan 20 120 0 1 

(生徒数60) 

0 1 0 0 

⑤-1 ﾁｭﾜﾁｬｲ村 Chu Wa Chai 27 162 0 0 0 1 0 0 

⑤-2 ﾀﾁｪﾛ村 Tachelo 9 54 0 0 0 1 0 0 

⑥ﾏｰﾁｰﾁ村 Ma Chi Ti 35 210 0 1 

(生徒数50) 

0 1 0 0 

⑥-1 ﾊﾟｲｻﾝｺ村 Pai Sanko 19 114 0 0 0 1 0 0 

⑥-2 ﾛﾝﾀﾝｺ村 Lung Tanko 32 192 0 0 0 1 0 0 

⑨-1 ﾃｨｴﾁｬﾝﾁｬｲ村 Tie Chan Chai ﾚｲｻﾝ村に含む  0 0 0 1 0 0 

⑨ﾚｲｻﾝ村 Run Syon 28 168 0 0 0 1 0 0 

ﾁｬｰｼｰｼｭ

村 5km

圏内 

小計  326 1956 0 3 0 10 0 0 

②ﾏﾓｽ村 Ma Mo Su 70 420 0 0 0 1 0 0 

③ｽｱﾝｶﾘﾝ村 Suan Karin 46 276 0 0 0 1 0 0 

④ﾜｲﾔｵ村 Wai Yao 43 258 0 0 0 1 0 0 

⑦ﾆｭｰｼｬﾝ村 Nyu Cyan 42 252 0 0 0 1 0 0 

⑧ﾌﾜﾝﾃｨﾝ村 Hwan Thin 93 558 0 0 0 1 0 0 

ﾁｬｰｼｰｼｭ

村 5km

圏外 

小計  294 1764 0 0 0 5 0 0 

 合計 857 5142 1 5 1 18 1 1 

備考：人口は、平均家族構成6人/戸として算定した。 
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第３章  プロジェクトの内容 



第３章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

「ミ」国政府にとり、中国・ラオス・タイ国境地帯におけるケシ栽培は大きな課題である。「ミ」国政

府は、これらの地域で自治活動を行っている自治政府との和平協定をもとに、中央政府機関の配置を行う

とともに、ケシ栽培撲滅のための活動を行っている。本計画の対象地域で自治活動を行っている第一特別

自治区は、「ミ」国政府のケシ栽培撲滅に同調し、代替作物への転換、農村整備を進めているが、農家の

生活は困窮したままであり、栽培面積は減少しているものの、依然ケシ栽培がおこなわれている。 

この状況に対し、国境省より無償資金協力の要請があった「麻薬抑制のためのコーカン地区開発計画」

は、ケシ栽培撲滅の推進を目標（上位目標）としており、村落給水設備、小水力発電施設、灌漑施設およ

び道路維持管理機械を整備するとしている。また、我が国の技術協力である「シャン州北東部村落開発技

術協力」が実施中であり、本計画の対象地区であるコーカン地区においても、ケシの代替換金作物として、

そばへの転作促進活動を行っている。 

これらの取り組みの中で、本計画は、地域住民の生活および農業生産活動に密着した道路の改修と電化

による村落の生活水準の向上を通して同地区の生活環境の改善を図り、ケシ栽培撲滅のための代替作物の

導入を支援することを目標（プロジェクト目標）とする。 

本計画は、上記目標を達成するために、既設ターシェータン村配電線を分岐・延長して、チャーシーシ

ュ村村落群の内、社会・経済活動の中心地であり、かつ村役場、学校、市場などの公共施設が集中してい

るチャ－シーシュ村1km圏内地域及び配電線ルート下のチャーホー村への配電網の建設を行うと共に、第1

特別自治区計画産業部電力事業課の職員に対し、それ等の運転・維持管理技術の移転を行うこととしてい

る。 

これにより、チャーシーシュ村村落群の中心地域において、重要な社会基盤の一つである電力供給が確

保され、社会・経済の活性化及び住民生活の向上が期待されている。この中において、協力対象事業は、

ターシェータン村の既設配電線との接続並びにチャ－シーシュ村 1km 圏内地域及び配電線ルートの村落で

あるチャーホー村への10.5kV高圧配電線を建設し、各戸配電用低圧配電線の調達を行うものである。 

3-2 協力対象事業の基本設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

本計画は、その協力対象範囲をチャーシーシュ村1km圏内地域と高圧配電線路の通過村落（チャーホ
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ー村）とし、供用開始後5年後までの安定した電力供給を行うための電力供給施設として既設配電線と

の接続及び配電網を整備することとする。 

 

(2) 自然条件に対する方針 

1) 温度条件に対して 

本計画地の気温・湿度に関する統計資料はないが、当地はモンスーン型内陸性気候で、かつ高地で

あるため、近郊のラシオ市（平均気温： 大 28.8℃ 小 14.9℃、平均相対湿度 73.1%）に比べ、

涼しく湿度も低いと想定される。このため、当該地区の気温は年間を通して一般的な電気製品の動作

可能範囲（－20℃～+40℃、湿度 80%以下）内となると想定されるため、本計画の資機材の選定に当

っては特殊な仕様を考慮する必要はない。 

 

2) 雨量・降雨条件に対して 

年間降雨量は、約1,300mmから約1,600mmであるが、その殆どが５月から１０月の雨期に集中して

いる。同時期には、車両通行が困難になるなど工事上の障害が想定されるため、雨期中の本格工事を

避ける等、工程計画に留意する。 

また、雨期には雷雨の発生もあり、配電線路の雷害対策として、避雷器等の保護機器の設置を考慮

する。 

 

3) 地震に対して 

本計画地での地震に関する統計資料はないが、本計画地の西部には、火成岩を主体とする狭長な地

質体が分布し、多くの断層があり、しばしば地震が発生している。このため、本計画に当たっては、

地震を考慮した施設・機材の設計を行う必要がある。 

 

(3) 社会経済条件に対する方針 

本計画地は、中国の文化・経済圏にあり、言語もミャンマー語が通じず、コーカン語が使用されてい

る。また、当該地域での外国人の行動には、政府治安要員への日常連絡を義務付けるなど、特殊な環境

下にある。 

更に、本計画の電化対象地域では社会基盤整備が遅れており、車道は整備されておらず、各村落間の

交通は不便であるばかりか、宿泊設備や医療設備等も整っておらず、電話等の通信設備もなく生活条件

は著しく劣っている。 

このため、本計画の施工計画策定に当たっては、本計画従事者が安全にかつ適切に業務を遂行できる

様に、共通仮設計画策定時に、通訳並びに治安要員への連絡担当者の常駐、緊急時の連絡体制確保のた

めの通信機器、仮設住居等について考慮し、現地事情を反映させた施工計画の立案が必要である。 
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(4) 建設事情/調達事情に対する方針 

施工計画の策定においては、可能な限り現地の資機材を調達することを原則とする。 

本計画地のコーカン地区は、中国の経済圏に入っており、中国製品が日常的に流通しているので、骨

材、セメント、ケーブル及びコンクリート柱等の配電資機材もラウカイ市で購入可能であり、本計画で

活用する。ただし、変圧器、開閉器等の機能品の現地での調達は不可能であり、その都度中国等へ発注

して購入しているが、中国製品は品質にばらつきがあり、故障も多発しているので、「ミ」国側は、本

計画資機材の内、機能品については日本からの調達を強く望んでおり、日本製を考慮する。 

 

(5) 現地業者（建設会社）の活用に係る方針 

ラウカイ市には、総合建設業者や電気工事会社があり、当該地域の建設工事で活動している。このた

め、労働者、運搬用車両、建設工事機材等の現地調達は比較的容易であり、本計画の配電線敷設工事は

現地業者への発注が可能である。 

但し、本計画をスケジュールどおりに進めるためには、工程管理、品質管理並びに安全管理のために

は日本人技術者の現地派遣は必須である。 

また、山間部の配電網建設工事は、工事件数も少なく、かつ機材据付時並びに据付け後の調整・試験

等には、技術レベルの高い技術者を必要とすることから、労務者以外の現地業者の活用は困難であり、

日本から技術者を派遣し、品質管理、技術指導及び工程管理を行わせる必要がある。 

 

(6) 実施機関の運営・維持管理能力に対する対応方針 

本計画の運転・維持管理を担当する第1特別自治区の計画産業部電力事業課は、総職員46名（内 発

電所・変電所等の現業部門22名）を有している。同課の維持管理技術のレベルは、1999年のロンチン

発電所の建設以降日報･月報作成など日常点検、発電機などのオーバーホール、線路目視点検などが独

自に実施できるまで向上しているが、能力のある要員を計画的に育成して行くために、経験豊富な技術

者によるOJTや海外研修の実施が必要である。 

このため、本計画では、建設中に請負業者の配電技術者による運転・維持管理技術の移転を実施し、

「ミ」国側職員に適正な維持管理技術を習得させ、さらに必要な予備品と運転・保守マニュアルを整備

し、本計画完了後の施設の適切な維持管理技術の移転を図る必要がある。 

 

(7) 施設、機材等のグレードの設定に係る方針 

上述の諸条件を考慮し、本計画の施設建設、資機材調達の範囲並びに技術レベルは、以下を基本方針

とする。 
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1) 施設・機材の範囲に対する方針 

本計画の供用開始後５年を計画目標年度として、チャーシーシュ村村落群の住民並びに学校等の社

会公共施設に対して、安定した電力供給を行うための既設10.5kV配電線との接続、10.5kV配電線の

建設、並びに各戸配電用資機材の調達について、必要 小限の設備構成、仕様を選定する。 

 

2) グレード設定に対する方針 

本計画で建設・調達される配電網の設計に当たっては、建設完了後の運転・維持管理を実施する第

1特別自治区の技術レベルを逸脱しないように留意する。特に、各戸配電用の低圧配電線路の据付は

「ミ」国側（第1特別自治区）が実施するので、第1特別自治区側の建設技術レベルに合った資機材

を選定する。 

 

(8) 工法/調達方法、工期に係る方針 

本計画地の道路等社会基盤整備は遅れており、降雨時には自動車での通行が困難となる等、雨期にお

ける本格工事の実施には困難が想定される。また、配電対象範囲は、自動車交通が可能な道路は無く、

獣道を利用した工事の実施を余儀なくされる。 

また、現地では骨材等の建設資材及びケーブル等の配電用機材の調達が可能であるが、変圧器等の機

能品については日本からの調達が必要である。 

このため、本計画の実施に当たっては、雨期並びに資機材の調達ルート及び必要な期間を考慮した上

で、工程計画を策定することとする。 

 

3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 本計画対象地の電力需要予測 

(1) 人口・家屋数、単位電力需要等 

本計画地の人口、家屋数等は、前述(2-2-3 参照)した通りであるが、チャーシーシュ村村落群の住居

の様子、公共施設整備状況、水場での水汲み労働の様子などから、当該地域住民の生活レベルは高くな

いと判断される。また、大規模な商業、工業もないことから、当該電化対象地域での一需要家当たりの

単位電力需要は、概ね以下のとおりと推定される。 

 
一般住宅・商店： 

（0.2kW/戸） 

照明、ラジオ、テレビ、ビデオ等 

（当該地域の社会経済状況から判断して、通常の家庭で利用が推定される

電気機器は、一例として、白熱電球1灯（60W）､テレビまたはビデオ1台

（140W）、合計200Wである。） 

公 共 施 設： 
(0.2～3kW/施設) 

学校・役所等の照明、ラジオ、テレビ、ビデオ、無線設備、揚水ポンプ等 
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(2) 電力需要増加率 

電力需要は、一般的に人口増加率とほぼ比例して推移する。第１特別自治区によると、コーカン地

区地方農村部の人口増加率は、年率約3％程度とのことである。 

一方、「ミ」国全国の過去10年間（1988年から1998年まで）の 大需要電力の平均伸び率は、年

8.3％と比較的高く、今後も同程度の需要の伸びが想定されている。表3.2.2.1-1に過去10年間の全

国の電力需要増加率を示す。 

 

表 3.2.2.1-1  過去 10 年間の全国の電力需要増加率 

年 度 大需要電力（MWh） 増加率 備 考 
1988 / 89 332.00   
1988 / 90 373.00 12.3％ 経済成長 
1990 / 91 410.30 10.0％  
1991 / 92 430.44 4.9％  
1992 / 93 435.19 1.1％  
1993 / 94 491.70 13.0％ 民間部門の立ち上がり 
1994 / 95 515.60 4.9％  
1995 / 96 616.90 19.6％ 住宅、工業団地開発 
1996 / 97 660.80 7.1％  
1997 / 98 682.60 3.3％  

（1997 / 98～1988 / 89年度）の平均 8.3％  
出所:「ミ」国電力公社 

 

本計画対象地は、「ミ」国の全国電力供給網とは連系してない。また経済、文化の両面でも一般的

な「ミ」国とは異なる地域であることから、全国統計の電力需要増加率の傾向が、そのまま適用され

るとは考えにくい。しかしながら、電化により生活条件が改善されれば、「ミ」国全国と同様の経済

的な成長も期待されるので、本計画の電力増加率を年 6％（当該地域の人口増加率と「ミ」国の電力

需要増加率の平均）とする。 

 

(3) 本計画地の想定電力需要 

上記の人口、単位電力需要、電力需要増加率を基に本計画対象地の潜在電力需要並びに将来の想定電

力需要を検討すると、表 3.2.2.1-2 のとおりとなる。同表に示すとおり、本計画対象地全体の現在の潜

在需要は約131kW である。なお、供用開始5年後には、チャ－シーシュ村1km 圏内地域及び配電線ルー

トの村落であるチャーホー村で約52kWになると想定される。 
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3-2-2-2 配電線建設計画 

(1) 概要 

本計画の電化計画は、チャーシーシュ村村落群の1km圏内を対象としているが、同村落群はチャー

シーシュ村を中心に半径約8km圏内に点在している。このため本配電線建設計画策定に当っては、将

来の配電線延長の可能性を睨み、チャーシーシュ村村落群の区域をチャーシーシュ村中心地からの離

隔距離（1キロ圏内、5キロ圏内、5キロ圏外）で分割して計画した場合の検討結果を示す。 

同案に基づいた配電線基本ルート図は、基本設計図KK-G01に示すとおりである。 

調査対象のチャーシーシュ村村落群は、広範囲にある事から、電圧降下を規定値（10％）以内とす

るためには、低圧配電方式では困難である。このため、本計画では第１次配電を10.5kVとした高圧配

電方式を採用する必要がある。この為、既設配電線を延長し、10.5kVにより配電し、需要家地域の必

要な個所に400／230Vに降圧する柱上変圧器を設置する。 

本計画の基本事項として、次の項目をあげる。 

1) 配電容量、末端の電圧降下、事故時の停電区間の極小化等を考慮する。 

2) 将来の電力需要増大、拡張に対応でき、かつ高い信頼性が確保される設備とする。 

3) 電圧変動の低減、事故防止等の供給信頼度の向上を図る。 

4) 容易で安全な維持管理となる様に資機材仕様は、「ミ」国技術者が取扱いに慣れている既設配電網

のレベルを逸脱しない様に留意する。 

5) 設備全体として も経済的な設計となるように、機器及び資機材の標準品の採用、小品種化を行う。 

 

(2) 配電方式 

配電電圧の内、高圧については｢ミ｣国の11kV（英国規格）に対して、ラウカイ市内およびターシェ

ータン村内で使用されている電圧は中国規格の10.5kVである。また、低圧は400/230Vが採用されて

いる。 

以上から本計画の配電電圧は、現地基準に従って表3.2.2.2-1のとおりとする。 

表 3.2.2.2-1  配電方式 

名 称 区  間 配 電 方 式 

第１次配電 高圧配電線から柱上変圧器 ３相３線、10.5kV, 50Hz 

第２次配電 柱上変圧器から低圧幹線 ３相４線、400V／230V, 50Hz 

第３次配電 低圧幹線から各需要家 単相２線、230V, 50Hz 

 

配電系統図を基本設計図 KK-E01 に示すが、配電方式としては以下のとおりである。なお、各需要

家への引込工事は、高圧配電工事に比べ容易であり、「ミ」国の技術力で対応可能と考えられるため、

資機材調達は本計画に含めるが、引込工事の実施は先方負担とする。施工分担は基本設計図 KK-E03

参照。 
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• 

• 

• 

• 

10.5kV高圧配電線を各集落の中心部まで配線し、柱上変圧器で10.5kVから400-230Vに降下す

る。 

低圧（400-230V）幹線を集落内に延線し、同幹線から、単相2線式で各需要家へ引込む。 

 

(3) 配電ルート 

配電線のルートは、調査団が日本で入手した5万分の1の地図をもとに、各部落の名前とおおよそ

の位置を現地で問い合わせの上、実際に踏査し、GPSにて位置を確認した。 

この確認された部落の位置をもとに、ルート上の障害物、崖や川などの自然条件を考慮し、配電線

ルートを決定した。 

本計画の 10.5kV の基幹配電線ルートは、基本設計図 KK-G01 配電線系統図及び KK-E02 配電線計画

図に示すとおりである。 

ターシェータン村からチャーシーシュ村については既設の道路（車両通行可能）に沿って

高圧配電線の建設をする。 

チャーシーシュ村を中心とした車両通行可能な地域に対する高圧配電線の建設について

は、基本的に既設山道に沿って計画が可能である。 

表3.2.2.2-2に配電ルートの状況を示す。 
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表 3.2.2.2-2  配電ルートの状況 

計画 

予定地 

チャーシーシュ村中心の 1km 圏内 チャーシーシュ村中心から 

5km 圏内 

チャーシーシュ村中心から 

5km 圏外 

対象村落 
中央ルート：チャーシーシュ村、

チャーホー村 

中央ルート：ターシュウサイ村、

ターミンス村、 

東側ルート：チュワチャイ村、カ

ーワンタン村、タチェロ村 

西側ルート：マーチーチ村、パイ

サンコ村、ロンタンコ村、レイサ

ン村、ティエチャンチャイ村 

 

中央ルート：マモス村 

東側ルート：ワイヤオ村、スアン

カリン村 

西側ルート：ニューシャン村、フワ

ンティン村 

合 

計 

10.5 

kV 
13 24.5 20.5 58 

0.4 

kV 
8.5 10.5 5 24 

配電線

亘長

(km) 10.5･
0.4kV
共架
（*） 

3.5 4.5 0 8.0 

状 況 一部の区間を除き、車両通行可能な

ルート沿いに電柱を配置する。 

本ルートは、一部を除き乾期には資

材の運搬に車両の利用が可能であ

る。 

 

山道に沿って電柱を配置する。 

東側ルート2村、中央ルートの1村

を除き、車両の利用不可。 

資材運搬は、人力または、ロバによ

り行う。 

資材は軽量な製品で、分解して運搬

する。 

山道に沿って電柱を配置する。 

すべての地域で車両利用不可。 

資材運搬は、人力またはロバにより

行う。 

山道は急峻で、傾斜地沿いであるた

め、運搬は少量単位となる。 

 

* 「共架」とは10.5kV配電線と0.4kV配電線を同じ電柱に架設するもので、上表にある「共架」の電線距離
亘長は、計算上、10.5kV配電線または0.4kV配電線に含む。 
備考：   は本計画範囲を示す。 
 

(4) 電線の種類 

配電線の線種については、電力需要予測から判断すると送電容量的には当面は小サイズのものでよ

いと考えられるが、据付時の電線張力の機械的強度を考慮する必要がある。また、線種を増やすこと

は、保守上望ましくないことなどから、既設送配電線路と整合性、互換性を考慮し、既設設備で採用

されているサイズとし、表3.2.2.2-3のとおりとする。 

 

表 3.2.2.2-3  適用電線の種類 

区 分 適 用 電 線 サイズ 許容電流（A） 

10.5kV高圧配電線 ACSR（鋼心アルミより線） 35mm2 160 

400V低圧配電線 ACSR（鋼心アルミより線） 35mm2 160 
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(5) 碍子 

碍子は、中間柱にLP碍子又は低圧碍子、角度柱には耐張碍子とLP碍子を組み合わせて使用し、経

済性を図るものとする。碍子の種類と個数を表3.2.2.1-4に示す。 

表 3.2.2.2-4  適用碍子 
（1線当たり） 

碍 子 種 別 
区 分 使用個所 

ピン碍子 低圧碍子 耐張碍子 

引通し 1個 － － 10.5kV 

高圧配電線 角度（引留） 1～2個 － 2～4個 

引通し － 1個 － 400V 

低圧配電線 角度（引留） － 1～2個 － 

 

(6) 柱上変圧器 

10.5kV 高圧配電線から各需要家への低圧配電を行うために柱上設置型の配電用変圧器を調達する。

柱上変圧器の容量は、故障時の互換性、維持管理の簡素化から50kVA、20kVAに統一する。調達数量は、

3-2-2-1 で述べた需要予測から、チャーシーシュ村、ターシュウサイ村は各集落単位に 50kVA 変圧器

を配置し、その他の山間部の村は村単位に20kVAを配置する。 

以上から表3.2.2.2-5に本計画で調達する柱上用変圧器の配置場所を示す。 

また、各配電用変圧器の1次側（10.5kV側）には、変圧器保護のために避雷器及びヒューズ付開閉

器を設置することとし、必要な数量を調達する。 

なお、柱上変圧器は、配電線路より低い位置にあるが、現地と同様に地上よりの離隔距離を 2.5m

確保する事で、公衆災害を防止するものとし、設備周辺にはフェンスは設置しない。 
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表 3.2.2.2-5  本計画で調達する柱上用変圧器の配置場所 

公共施設 想定電力需要

（kW） 

10.5kV/400-230V 

柱上変圧器 区 分 対象村落 

一般

住宅

(戸) 

小学校 

（箇所）

診療所 

（箇所）

水場 

（箇所）

市場 

（箇所）
村役場 小計 

合計 

想定

大

電力 

（kW） 5年後 10年後 20kVA 50kVA 

チャーホー村 90 1  1   2 92 14.3 19.1 25.6 3  

[ﾁｬｰｼｰｼｭ村]        0      

①ﾋﾟﾝﾁｬﾝ集落 1 1 1 1 1 5 61 11.6 15.6 20.8  1 

②ﾁﾝﾁｭｳﾑ集落 

③ﾀｰｲﾝﾌｧﾝ集落 

④ｼｬｵｲﾝﾌｧﾝ集落 

⑤ﾀｰﾎﾝﾋﾟﾝ集落 

⑥ﾌｲｼﾞｰｼﾞｬﾁｬﾝ集落 

ﾁｬｰｼｰｼｭ村

1km圏内 

小計 

①ﾀｰｼｭｳｻｲ村 

②-1 ﾀｰﾐﾝｽ村 

⑤ｶｰﾜﾝﾀﾝ村 

⑤-1 ﾁｭﾜﾁｬｲ村 

⑤-2 ﾀﾁｪﾛ村 

⑥ﾏｰﾁｰﾁ村 

⑥-1 ﾊﾟｲｻﾝｺ村 

⑥-2 ﾛﾝﾀﾝｺ村 

⑨-1 ﾃｨｴﾁｬﾝﾁｬｲ村 

⑨ﾚｲｻﾝ村 

ﾁｬｰｼｰｼｭ村

5km圏内 

小計 

②ﾏﾓｽ村 

③ｽｱﾝｶﾘﾝ村 

④ﾜｲﾔｵ村 

⑦ﾆｭｰｼｬﾝ村 

⑧ﾌﾜﾝﾃｨﾝ村 

ﾁｬｰｼｰｼｭ村

5km圏外 

小計 

合  計 

(

(

 
備考：   は本計画範

 

56 
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43   1   1 44 

42   1   1 43 

93   1   1 94 1

284 1  5   6 290 4

857 6 1 18 1 1 27 884 13

上記に含む) (上記に含む) 

(

囲を示す。 
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3.4 31.
   1  

4.3 5.8 7.8 1  

3.9 5.2 7.0 1  

1.4 1.9 2.5 1  

6.4 8.6 11.5 1  

2.8 3.7 5.0 1  

4.6 6.2 8.3 1  

ﾏﾓｽ村に含む) 

(
    1  

4.1 5.4 7.3 1  

1.0 68.2 91.3 9 2 

9.9 13.3 17.8 1  

6.6 8.8 11.8 1  

6.2 8.2 11.0 1  

6.0 8.1 10.8 1  

3.2 17.6 23.6 1  

1.9 56.0 75.0 5  

1.6 176.1 235.7 17 5 

ﾚｲｻﾝ村に含む) 



(7) 配電線引出し点の遮断器設備 

本計画の配電線は、既設ターシェータン村配電線から分岐されるが、本計画完了後には、当該配電

網は、山間部にあるチャーシーシュ村まで延長され、更に将来的には広範囲に点在するチャーシーシ

ュ村村落群全体にも拡大されることが予想される。その場合延線距離も長くなり、線路工事の為の作

業停電区間や配電線事故の配電系統管理も複雑になる。従って配電線路の短絡事故等及び事故点の健

全系統からの迅速で安全な分離と事故点の把握は、運用上重要である。そのため、主要分岐箇所に地

絡・過電流保護用遮断器（真空遮断器）及び維持管理用の断路器（カットアウトスイッチ）を設ける。

遮断器設置箇所は次のとおりとする。 

･ 

･ 

･ 

･ 

既設配電線からの引出し箇所(ターシェータン村) 

西側ルート起点(チャーシーシュ村) 

中央ルート起点(チャーシーシュ村) 

東側ルート起点(チャーシーシュ村) 

また、既設ターシェータン村配電線と本計画のチャーシーシュ村配電網の電気料金体形が変わる事

や、保守管理体制が既設と分割する事が考えられる事から、管理用計器としてターシェータン村既設

配電線の分岐点には取引用積算電力量計（以下需要家用積算電力量計と区別するためMOFと記述）、

電流計及び電圧計を上記の遮断器位置に設置する。 

遮断器、MOF及び必要な装置は、本計画地域の気象条件を配慮した屋外形配電盤に収納する。 

屋外型配電盤は、コンクリート製基礎の上に据付するものとする。また、周辺住民への安全を考慮

し、設備周囲にはフェンスを設置する。 

 

3-2-2-3 設計条件 

(1) 適用規格及び使用単位 

本計画の機材、施設の設計に当たっては、機器の主要機能については、IEC 及び ISO 等の国際規格

に準拠するものとし、資機材等の製造規格については日本規格を適用することとし、具体的には次に

示す規格を適用するものとする。また使用単位は国際単位系（SIユニット）とする。 

(a) 国際電気標準会議規格（IEC） ：電気製品全般の主要機能に適用する。 

(b) 国際標準化機構（ISO） ：工業製品全般の性能評価に適用する。 

(c) 日本工業規格（JIS） ：工業製品全般に適用する。 

(d) 電気学会 電気規格調査会標準規格（JEC） ：電気製品全般に適用する。 

(e) 社団法人 日本電気工業会規格（JEM） ：同上 

(f) 電気技術規定（JEAC） ：同上 

(g) 日本電線工業会規格（JCS） ：電線、ケーブル類に適用する。 

(h) 電気設備に関する技術基準 ：電気工事全般に適用する。 

(i) その他関連日本及び国際規格・基準 ：工業製品全般に適用する。 
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配電用機器の選定にあたっては、現地気象条件等に十分配慮するが、本計画地の高度が約 1,650ｍ

で1,000ｍを超えるため、絶縁強度高度補正に留意する。 

 

(2) 設計風圧 

風圧荷重は100kg／m2とする。 

上記の数値に付いては、「電気設備技術基準」から日本の山間部に使用される施設条件である「甲

種風圧荷重」の 100kg／m2 とした。本計画では、現地の冬季が乾期にあたり降雪の記録が無い事から

「電線への着雪」に付いては考慮しない。 

 

(3) 強度計算条件・安全率 

電柱の施工にあたっては、「電気設備技術基準」に従って、「安全率2」以上になる様に施工する。

（「安全率」とは、電柱の許容曲げモーメントを電柱や電線にかかる風圧荷重や張力で割った値） 

 

(4) 電柱の種類・形状 

本計画地の配電対象地域が急峻な山岳地帯で獣道程度しかない事から電柱、取り付け金具、碍子及

び電線などの資材の運搬は人力及びロバにより運搬を行う。 

この為、電柱の種類は原則として分解して運搬が可能な「軽量組立鋼板柱」を使用する。但、車両

での運搬が可能な地域や比較的運搬が容易と思われる個所には、現地で調達が可能で、ラウカイ市内

やターシェ－タン村等で使用されている「コンクリート柱」を用いて施工する。基本設計図 KK-E04

に軽量組立鋼板柱図を示す。 

表 3.2.2.3-1  軽量組立鋼板柱の諸元 

柱     長  約10 m 

末  口  径  約200 mm 

地  際  径  約350 mm 

重      量  約220 kg 

 

(5) 径間の選定 

電柱の径間は使用電線サイズ、電線引張荷重、電柱の強度等より決定されるが、既設配電線の状況

並びに本計画地が山間部である事を考慮し、本計画では図3.2.2.3-1のとおりとする。 
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図 3.2.2.3-1  径間の選定 

表 3.2.2.3-2  径間の選定 

径間 施工条件 

S1 S2 

両側の径間長が等しい場合 70m 70m 

両側の径間が異なる場合 S1-S2=70mまで延長可能 

 

(6) 小絶縁間隔 

電線の離隔距離は、現地施工基準より下記の距離以上とする。 

表 3.2.2.3-3  最小離隔距離 

電線の施設状況 本計画における離隔距離（m） 

10.5kV高圧配電線 5.00以上 地表上の高さ 

0.4kV低圧配電線 5.00以上 

10.5kV高圧配電線 0.80以上 同一回路の電圧線 

（水平方向） 0.4kV低圧配電線 0.533以上 
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(7) 支持物の高さ 

電線施設高は 0.4kV 低圧配電線及び 10.5kV 高圧配電線の場合、我が国の「電気設備技術基準」か

ら交通の少ない道路横断の場合5.0m以上である。電線支持金物までの寸法を6.0mにした場合の電線

施設高さは、電線の自重による「径間たるみ」を考慮にいれても5.0m以上の距離を維持できる事から、

基本的に電線支持物までの高さは6.0m以上とする。 

図3.2.2.3-2に軽量組立鋼板柱を使用した場合の中間柱の構成を示す。 

なお、各支持物の高さ、装柱の状態は、基本設計図KK-L01、KK-P01～KK-P35参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.65m 
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0.25m 

低圧ピン碍子 

軽量腕金 

特別高圧ピン碍子 

1.78m 

1.5m 

800mm 

1800mm 

800mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2.3-2  支持物の高さ 
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(8) 接地方式 

軽量組立鋼管柱に柱体内接地を施す。 ・・・Ｃ種接地工事 

変圧器２次側の中性点に接地を施す。 ・・・Ｂ種接地工事 

避雷器の接地 ・・・Ａ種接地工事 

 

(9) 雷対策 

変圧器設置柱およびしゃ断器設置柱に避雷器を取付ける。 
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3-2-2-4 機材計画 

(1) 概要 

計画の概要を表3.2.2.4-1に示す 

表 3.2.2.4-1  計画概要 

計画 

予定地 

チャーシーシュ村中心の 1km 圏内 チャーシーシュ村中心から 5km 圏内 チャーシーシュ村中心から 5km 圏外 

対象村落 中央ルート：チャーシーシュ村、チャーホ

ー村 
中央ルート：ターシュウサイ村、ター

ミンス村、 

東側ルート：チュワチャイ村、カーワ

ンタン村、タチェロ村 

西側ルート：マーチーチ村、パイサン

コ村、ロンタンコ村、レイサン村、テ

ィエチャンチャイ村 

 

中央ルート：マモス村 

東側ルート：ワイヤオ村、スアンカリ

ン村 

西側ルート：ニューシャン村、フワンテ

ィン村 

配電線建

設工事計

画 

・10.5kV高圧配電線亘長 約13km 

（資機材 約44km） 

・0.4kV低圧配電線亘長 約8.5km 

（資機材 約39km） 

・柱上変圧器：（20kVA x 3台） 

・柱上変圧器：（50kVA x 3台） 

・遮断器：1台（MOF付） 

 

・10.5kV高圧配電線亘長 約24.5km 

（資機材 約83km） 

・0.4kV低圧配電線亘長 約10.5km 

（資機材 約48km） 

・柱上変圧器（50kVA x 2台、20kVA x 9

台） 

・遮断器：3台 

・10.5kV高圧配電線亘長 約20.5km 

（資機材 約70km） 

・0.4kV低圧配電線亘長 約5km 

（資機材 約23km） 

・柱上変圧器（20kVA x 5台） 

 

資機材 

調達計画 
・各戸配電用資機材（電柱、電線、需要家

用積算電力量計）：245 戸分（公共設備

含む） 

・予備品 1式 

・道工具 1式 

・各戸配電用資機材（電柱、電線、需要

家用積算電力量計）：349 戸分（公共

設備含む） 

・予備品 1式 

・道工具 1式 

・各戸配電用資機材（電柱、電線、需要

家用積算電力量計）：290 戸分（公共

設備含む） 

・予備品 1式 

・道工具 1式 

備考：   は本計画範囲を示す。 
 

1) 10.5kV高圧配電線工事計画 

ラウカイ市内より現在ターシェータン村まで延長されている、既設 10.5kV 高圧配電線をターシェ

ータン村内で分岐し、同村からチェーシーシュ村に伸びている道路に沿ってチャーホー村（ターシェ

ータン村村落群の 1 つ）を経由し、連絡用 10.5kV 高圧配電線を建設する。チャーシーシュ村を含む

東側配電線網、西側配電線網及び中央配電線網に分割し半径約８kmの配電網に給電する。 
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2) 低圧配電線工事計画 

下記の低圧配電線工事を行う。 

① 低圧幹線用資機材の調達・据え付け 

② 需要家へ各戸引込用低圧資機材の調達 

・ 約245戸分（公共設備含む）・据え付け工事は先方負担 

・ 引き込み線亘長（PVC電線）16mm2：200m/戸 

・ 引き込み用ポール：2本/戸 

・ 積算電力量計：1個/戸 

 

(2) 本計画に必要な資機材の数量 

1) 高圧配電線及び低圧幹線（日本側施工範囲） 

① 架空配電線用裸導線 

架空配電線用裸導線の数量は、地図（SCALE:1/50,000）で読み取った平面距離に、余裕率1.13

を乗じて算出する。 

なお余裕率の内訳は、日本国内で一般的に使用されている数値に基づいており、電線たるみ

長さ分：3％、工事余長：3％、及び工事補給数量率：7％の合計13％である。 

従って本計画で調達する架空配電用裸導線の数量は、表3.2.2.4-2に示すとおりとする。 

 

表 3.2.2.4-2  架空配電用裸導線調達計画数量 

（単位：km） 

項目 1km圏内 5km圏内 5km圏外 合 計 

10.5kV高圧配電線調達数量 約44 約83 約70 約197 

0.4kV低圧配電線調達数量 約39 約48 約23 約110 

備考：   は本計画範囲を示す。 

 

② 電柱 

電線の支持物である電柱は、原則として車両にて運搬が可能な個所の場合、ラウカイ市内で

使用されている中国製のコンクリート柱を使用する事とする。しかしながら、チューシーシュ

村1km圏外では、ほとんどの地域が山間部の急峻な獣道以外、運搬に利用できない。このため、

資材の運搬にあたっては人力もしくはロバによるので、電柱は分解が可能な軽量組立鋼板柱に

より建設する。 

・標準径間 

本計画における電柱は、コンクリート柱及び組立鋼板柱を採用することとしている。従っ

て、柱の標準仕様の長さは、10ｍ～15ｍ程度であるため、電線の引張強度、弛度及び地上高
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より柱の標準径間は、30ｍ～80ｍの範囲内に決めるのが一般である。しかし、コンクリート

柱及び組立鋼板柱（以後、「電柱」と記述）は、標準径間をできる限り長く取ることで、電

柱の数量を少なくすることが可能となり経済的であるが、計画地のような蛇行が激しく、か

つ高低差が大きい等の悪条件下の地形では、電柱据付位置を地形に合わせて決める必要があ

るため、標準径間は地形要素で決定される。 

以上により本計画における標準径間として、道路の整備状況及び地形要素を配慮し、下記

を基本とする。 

 

平 坦 地 域：平均70ｍ 

山 岳 地 域：平均50ｍ 

 

上記を原則とするが、地形、電柱の種類（角度柱、分岐柱）等によって設置場所の制限を

受ける事があるので、個々のケースについて設置場所を検討し、調達数量を決定するものと

する。電柱の区間本数は、区間距離を計画径間長（平坦な地域：70ｍ 山間地：50ｍ）で除

した値に正確な地図、測量データの乏しい地域での工事を考慮して、山間地は 1.075 を、ま

た平坦地は1.05を乗じて算出する。（電気設備工事費の積算指針：日本電設工業協会編） 

上記の地域区分を以下のとおりとして電柱数量を算出した。 

平 坦 地 域：ターシェータン村既設配電線分岐点からチャ－ホー村を経由し、チャ

－シーシュー村までの配電線亘長の全線 

チャーシーシュ村1km圏内の施工区間の内、4kmの配電線亘長部分 

山 岳 地 域：その他の地域 

なお、碍子、装柱金物等の工事材料は、設置数量に加えて工事中の破損等を考慮し、10％

もしくは 低１組の工事補給数量を見込むものとする。 

上記より算出した電柱の数量は、表3.2.2.4-3になる。 

仕様寸法については基本設計図KK-L01、KK-P01～KK-P35参照。 
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表 3.2.2.4-3  電柱調達計画数量 

 （単位：本） 

番
号 

電柱の 
種別記号 

電柱区分 電圧区分 用  途 
1km 
圏内 

5km 

圏内 

5km 

圏外 
合計 

1. C10D ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 分岐回路柱 7 0 0 7 
2. C10N ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 中間柱 14 0 0 14 
3. C10A-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 角度柱5～20度 20 0 0 20 
4. C10A-20 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 角度柱20～35度 48 0 0 48 
5. C10A-35 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 角度柱35～90度 48 0 0 48 
6. C10S ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 遮断器柱 (備考2)2 1 0 3 
7. C10S-MOF ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kV 遮断器柱（MOF付） 1 0 0 1 
8. S10D 鋼板柱 10.5kV 分岐回路柱 0 22 22 44 
9. S10N 鋼板柱 10.5kV 中間柱 0 47 43 90 
10. S10A-5 鋼板柱 10.5kV 角度柱5～20度 0 70 66 136 
11. S10A-20 鋼板柱 10.5kV 角度柱20～35度 0 164 153 317 
12. S10A-35 鋼板柱 10.5kV 角度柱35～90度 0 164 153 317 
13. C04D ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 0.4kV 分岐回路柱 0 0 0 0 
14. C04N ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 0.4kV 中間柱 0 0 0 0 
15. C04A-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 0.4kV 角度柱5～20度 0 0 0 0 
16. C04A-35 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 0.4kV 角度柱35～90度 0 0 0 0 
17. C04E ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 0.4kV 終端柱 0 0 0 0 
18. S04D 鋼板柱 0.4kV 分岐回路柱 5 8 5 18 
19. S04N 鋼板柱 0.4kV 中間柱 10 16 10 36 
20. S04A-5 鋼板柱 0.4kV 角度柱5～20度 52 83 50 185 
21. S04A-35 鋼板柱 0.4kV 角度柱35～90度 36 59 38 133 
22. S04E 鋼板柱 0.4kV 終端柱 5 6 5 16 
23. CCOD ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 分岐回路柱 2 0 0 2 
24. CCON ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 中間柱 4 2 0 6 
25. CCOA-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 角度柱5～20度 5 3 0 8 
26. CCOA-20 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 角度柱20～35度 8 4 0 12 
27. CCOA-35 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 角度柱35～90度 8 4 0 12 
28. CCOT-20 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 柱上ﾄﾗﾝｽ 20kVA付 3 0 0 3 
29. CCOT-50 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10.5kVと0.4kV共架 柱上ﾄﾗﾝｽ 50kVA付 3 2 0 5 
30. SCOD 鋼板柱 10.5kVと0.4kV共架 分岐回路柱 1 1 0 2 
31. SCON 鋼板柱 10.5kVと0.4kV共架 中間柱 3 1 0 4 
32. SCOA-5 鋼板柱 10.5kVと0.4kV共架 角度柱5～20度 5 2 0 7 
33. SCOA-20 鋼板柱 10.5kVと0.4kV共架 角度柱20～35度 12 3 0 15 
34. SCOA-35 鋼板柱 10.5kVと0.4kV共架 角度柱35～90度 12 3 0 15 
35. SCOT-20 鋼板柱 10.5kVと0.4kV共架 柱上ﾄﾗﾝｽ 20kVA付 0 9 5 14 

合  計 314 674 550 1,538 

備考：(1) 電柱種類は配電線路距離から次の割合で算出した。 

平坦地帯：分岐回路柱(5%)、中間柱(15%)、角度柱5～20度(20%)、角度柱20～35(30%)、度角度柱35～90度(30%) 

山岳地帯：分岐回路柱(5%)、中間柱(10%)、角度柱5～20度(15%)、角度柱20～35(35%)、度角度柱35～90度(35%) 

(2)「1km圏内」で調達据付する遮断器柱（C1OS）の内、遮断器盤の調達・据付のみ「5km圏内」とし、遮断器盤以外の

電柱、避雷器、カットアウトスイッチなどすべて「1km圏内」の配電に支障の無い様に施工する。 

(3) 備考：    は本計画範囲を示す。 
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③ 柱上変圧器 

前述したとおりの選定手順で選定された柱上変圧器の台数の合計は 22 台であり、その内訳

は表3.2.2.4-4に示すとおりである。 

 

表 3.2.2.4-4  柱上変圧器調達計画数量 

 （単位：個） 

項目 1km圏内 5km圏内 5km圏外 合 計 

50kVA調達数量 3 2 － 5 

20kVA調達数量 3 9 5 17 

合  計 6 11 5 22 

備考：   は本計画範囲を示す。 

 

④ 避雷器及びヒューズ付きカットアウトスイッチ 

・避雷器： 

避雷器は、柱上変圧器と遮断器の保護のために組み合わせて設けるため、取り付け箇所は変

圧器1次側（10.5kV側）及び遮断器の1次側（10.5kV側）、2次側（0.4kV側）とする。 

但、避雷器の数量は、設計数量に加えて工事中の破損を考慮して 10%の工事補給数量を加え

るものとする。避雷器の調達数量は表3.2.2.4-5に示すとおりである。 

 

・ヒューズ付カットアウトスイッチ： 

各柱上変圧器及び遮断器の1次側には、変圧器及び遮断器の保守点検時に回路を開くことを

目的にヒューズ付カットアウトスイッチが設置される。 

ヒューズ付カットアウトスイッチは設計数量に加えて工事中の破損等を考慮し 10%の工事補

給数量を加えるものとする。ヒューズ付カットアウトスイッチの調達数は表3.2.2.4-5に示す

とおりである。 

 

表 3.2.2.4-5  避雷器及びヒューズ付カットアウトスイッチ調達計画数量 

 （単位：組） 

項  目 1km圏内 5km圏内 5km圏外 合 計 

①変圧器設計数量 6 11 5 22 

②遮断器設計数量 3 1 0 4 

避雷器 

③避雷器調達数量（①×1.1+②×2×1.1） 14 14 6 34 

①変圧器設計数量 6 11 5 22 

②遮断器設計数量 3 1 0 4 

ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 

③ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ調達数量（①×1.1+②×1.1） 10 13 6 29 

備考：   は本計画範囲を示す。 
 

⑤ 碍子、装柱金物 

上述以外の工事材料としては、碍子と装柱金物がある。本計画で必要とする碍子、装柱金物

等工事材料の詳細数量は電柱数量に見合った数量を調達する必要がある。電柱については、地
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形、電柱の種類（角度柱、分岐柱）等によって設置場所の制限を受けることがあるので、個々

のケースについて設置場所を検討し、調達数量を決定するものとする。なお、碍子、装柱金物

等の工事材料は、設計数量に加えて工事中の破損等を考慮し、10％もしくは 低1組の工事補

給数量を見込むものとする。 

 

⑥ 遮断器設備 

配電線路の地絡事故や短絡事故等の事故点を建全系統から迅速に切り離すため、既存との接

続点及び各ルート毎に遮断器を設ける。設置箇所及び数量は以下のとおりである。 

 
表 3.2.2.4-6  遮断器調達計画数量 

 
設置箇所 村落名 調達数量（単位：台） 

既設配電線からの引出し箇所（MOF 付） ターシェータン村 1 
西側ルート起点 チャーシーシュ村 1 
中央ルート起点 チャーシーシュ村 1 
東側ルート起点 チャーシーシュ村 1 
備考：   は本計画範囲を示す。 

 

2) 各戸引込用低圧配電用資機材（日本側調達、「ミ」国側施工） 

① 需要家用積算電力量計 

需要家用積算電力量計の数量については、一戸当り一台を原則とする。ただし本計画地では、

各家に複数の親族世帯が同居している為、将来世帯毎に電気料金を分割する可能性があり、需

要家用積算電力量計は、各戸個数の10％の数量を含めるものとする。 

表3.2.2.4-7に需要家用積算電力量計調達数量を示す。 

 

表 3.2.2.4-7  需要家用積算電力量計調達計画数量 

項  目 1km圏内 5km圏内 5km圏外 合計 

①需要家数（公共施設含む）（戸） 245 349 290 884 

②積算電力量計調達数量(①×1.1)(個) 269 384 319 972 

備考：   は本計画範囲を示す。 

 

② 引込み用電線・電柱 

需要家用積算電力量計と同様、需要家用引込用電線・電柱の数量については各戸単位とする。

表3.2.2.4-8に引込み用電線・電柱調達数量を示す。 

仕様、寸法については、基本設計図KK-E04参照。 
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表 3.2.2.4-8  引込み用電線・電柱調達計画数量 

機器 1km圏内 5km圏内 5km圏外 合計 

①需要家数（公共施設含む）（戸） 245 349 290 884 

②引込用電線調達数量(①×0.2) (km) 49.0 69.8 58.0 176.8 

③引込用電柱調達数量（①×2）(本) 490 698 580 1768 

備考：   は本計画範囲を示す。 
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3-2-3 基本設計図 

 

本計画の基本設計図は以下のとおりである。 

 

1) 10.5/0.4kV配電系統ルート図 

図面番号 図面名称 備  考 

KK-G01 10.5kV配電線基本ルート図  

KK-E01 配電線系統図  

KK-E02 10.5kV配電線計画図  

 

2) 標準施工区分図 

図面番号 図面名称 備  考 

KK-E03 施工負担区分図  

 

3) 電柱図面 

図面番号 種別 図面名称 備  考 

KK-E04 ― 軽量組立鋼板柱・低圧引込用鋼管柱図  

KK-L01 (1/4) ― 10.5kV/0.4kV電柱装柱資材リスト 1/4  

KK-L01 (2/4) ― 10.5kV/0.4kV電柱装柱資材リスト 2/4  

KK-L01 (3/4) ― 10.5kV/0.4kV電柱装柱資材リスト 3/4  

KK-L01 (4/4) ― 10.5kV/0.4kV電柱装柱資材リスト 4/4  

KK-P01 C10D 10.5kV分岐回路柱 コンクリート柱 

KK-P02 C10N 10.5kV中間柱 コンクリート柱 

KK-P03 C10A-5 10.5kV角度柱5～20度 コンクリート柱 

KK-P04 C10A-20 10.5kV角度柱20～35度 コンクリート柱 

KK-P05 C10A-35 10.5kV角度柱35～90度 コンクリート柱 

KK-P06 (1/3) C10S 10.5kV遮断器柱 コンクリート柱 

KK-P06 (2/3) ― C10S用機器配置図  

KK-P06 (3/3) ― C10S用遮断器外形図及び単線図  

KK-P07 (1/3) C10S-MOF 10.5kV遮断器柱（MOF付） コンクリート柱 

KK-P07 (2/3) ― C10S-MOF用機器配置図  

KK-P07 (3/3) ― C10S-MOF用遮断器外形図及び単線図  

KK-P08 S10D 10.5kV分岐回路柱 鋼板柱 

KK-P09 S10N 10.5kV中間柱 鋼板柱 

KK-P10 S10A-5 10.5kV角度柱5～20度 鋼板柱 

KK-P11 S10A-20 10.5kV角度柱20～35度 鋼板柱 

KK-P12 S10A-35 10.5kV角度柱35～90度 鋼板柱 

KK-P13 C04D 0.4kV分岐回路柱 コンクリート柱 

KK-P14 C04N 0.4kV中間柱 コンクリート柱 

KK-P15 C04A-5 0.4kV角度柱5～20度 コンクリート柱 

KK-P16 C04A-35 0.4kV角度柱35～90度 コンクリート柱 

KK-P17 C04E 0.4kV終端柱 コンクリート柱 

KK-P18 S04D 0.4kV分岐回路柱 鋼板柱 

KK-P19 S04N 0.4kV中間柱 鋼板柱 
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図面番号 種別 図面名称 備  考 

KK-P20 S04A-05 0.4kV角度柱5～20度 鋼板柱 

KK-P21 S04A-35 0.4kV角度柱35～90度 鋼板柱 

KK-P22 S04E 0.4kV終端柱 鋼板柱 

KK-P23 CCOD 10.5/0.4kV分岐回路柱 コンクリート柱 

KK-P24 CCON 10.5/0.4kV中間柱 コンクリート柱 

KK-P25 CCOA-5 10.5/0.4kV角度柱5～20度 コンクリート柱 

KK-P26 CCOA-20 10.5/0.4kV角度柱20～35度 コンクリート柱 

KK-P27 CCOA-35 10.5/0.4kV角度柱35～90度 コンクリート柱 

KK-P28 CCOT-20 10.5/0.4kV変圧器柱20kVA コンクリート柱 

KK-P29 CCOT-50 10.5/0.4kV変圧器柱50kVA コンクリート柱 

KK-P30 SCOD 10.5/0.4kV分岐回路柱 鋼板柱 

KK-P31 SCON 10.5/0.4kV中間柱 鋼板柱 

KK-P32 SCOA-5 10.5/0.4kV角度柱5～20度 鋼板柱 

KK-P33 SCOA-20 10.5/0.4kV角度柱20～35度 鋼板柱 

KK-P34 SCOA-35 10.5/0.4kV角度柱35～90度 鋼板柱 

KK-P35 SCOT-20 10.5/0.4kV変圧器柱20kVA 鋼板柱 

 

 

3-25 













KK-L01(1/4)   10.5kV/0.4kV配電柱装柱資材リスト 1/4
            10.5kV/0.4kV Pole Assembly Equipment List  1/4

C10D C10N C10A-05 C10A-20 C10A-35 C10S C10S-MOF S10D S10N

1 A 軽量組立鋼管柱 １０．６５ｍ pc 1 1

Steel　pole

B コンクリート柱 １０ｍ pc 1 1 1 1 1 4 4

Concrete　pole

2 A 腕金 L60×60×3.2×1500 pc

Crossarm

B 腕金 L60×60×3.2×1800 pc 3 1 2 2 4 3 1

Crossarm

C 腕金 L60×60×3.2×3000 pc

Crossarm

D 腕金 C80×40×3.2×3000 pc 8 8

Crossarm

3 A アームバンド（単） pc 1 1 8 8 1 1

Crossarm　Band （single)

B アームバンド（抱き） pc

Crossarm　Band (double)

4 A ピン碍子 10.5kV pc 4 3 6 5 3 3 3 4 3

Pin Insulator

B ピン碍子取付金物（単） pc 1 1 1 1 1

Insulator　Band (single)

C ピン碍子取付金物（抱） pc 1

Insulator　Band (double)

5 耐張碍子 pc 6 12 12 12 12 6

Tension Insulator

ボールアイ pc 3 6 6 6 6 3

Ball　Eye

ソケットアイ pc 3 6 6 6 6 3

Soket　Eye

U字クレビス pc 3 6 6 6 6 3

U-Clevis

引留ｸﾗﾝﾌﾟ 10.5kV for dead-end pc 3 6 6 6 6 3

Tension Clamp insulator

6 低圧碍子 pc

Spool　insulator

7 避雷器 10.5kV   5 kA set 2 2

Lightning Arresters

8 ﾋｭｰｽﾞｶｯﾄｱｳﾄ ｽｲｯﾁ 10.5kV for overhead line set 1 1

Fused Cut-out Switch

9 支線用玉碍子 pc 1 1 1 2 1

Guy Insulator

支線 25mm2 Galvanized Steel wire m 10 10 10 20 10

Guy　Wire　25mm2

ターンバックル pc 1 1 1 2 1

Turnbuckle

支線棒 φ13.0mm L=1500mm  pc 1 1 1 2 1

Anchor Rod

10 A リード付き接地棒 φ14mmx1500mm pc 4 4 2 2

Ground Rod with lead wire

B 接地線 16mm2 PVC m 20 20 10 10

Grounding Wire 16mm2

11 A ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×120 pc

Bolts and Nuts

B ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×240 pc 4 4 4 8 12 12 4

Bolts and Nuts

C ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×350 pc

Bolts and Nuts

D ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×420 pc

Bolts and Nuts

E 座金 pc 4 4 4 8 12 12 4

Square Washer

12 A IV ケーブル70mm2 m

IV Cable 70mm2

B 銅管端子70mm2 pc

Copper Pipe Terminal  70mm2

13 A 変圧器  50kVA pc

Transformer 50KVA

B 変圧器  20kVA pc

Transformer 20KVA

14 A 遮断器盤 set 1

Curcuit Breaker Cubicle  

B 遮断器盤（取引用電力量計） set 1

Curcuit Breaker Cubicle with MOF

Pole TypePARTS
NO

UnitParts Name Specification
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KK-L01(2/4)   10.5kV/0.4kV配電柱装柱資材リスト 2/4
            10.5kV/0.4kV Pole Assembly Equipment List  2/4

S10A-05 S10A-20 S10A-35 C04D C04N C04A-05 C04A-35 C04E

1 A 軽量組立鋼管柱 １０．６５ｍ pc 1 1 1

Steel　pole

B コンクリート柱 １０ｍ pc 1 1 1 1 1

Concrete　pole

2 A 腕金 L60×60×3.2×1500 pc

Crossarm

B 腕金 L60×60×3.2×1800 pc 2 2 4 2 1 2 2 1

Crossarm

C 腕金 L60×60×3.2×3000 pc

Crossarm

D 腕金 C80×40×3.2×3000 pc

Crossarm

3 A アームバンド（単） pc 2 1 2 1

Crossarm　Band （single)

B アームバンド（抱き） pc

Crossarm　Band (double)

4 A ピン碍子 10.5kV pc 6 5 3

Pin Insulator

B ピン碍子取付金物（単） pc 1

Insulator　Band (single)

C ピン碍子取付金物（抱） pc 1

Insulator　Band (double)

5 耐張碍子 pc 12 12

Tension Insulator

ボールアイ pc 6 6

Ball　Eye

ソケットアイ pc 6 6

Soket　Eye

U字クレビス pc 6 6

U-Clevis

引留ｸﾗﾝﾌﾟ 10.5kV for dead-end pc 6 6

Tension Clamp insulator

6 低圧碍子 pc 8 4 8 8 4

Spool　insulator

7 避雷器 10.5kV   5 kA set

Lightning Arresters

8 ﾋｭｰｽﾞｶｯﾄｱｳﾄ ｽｲｯﾁ 10.5kV for overhead line set

Fused Cut-out Switch

9 支線用玉碍子 pc 1 1 2 1 1 2 1

Guy Insulator

支線 25mm2 Galvanized Steel wire m 10 10 20 10 10 20 10

Guy　Wire　25mm2

ターンバックル pc 1 1 2 1 1 2 1

Turnbuckle

支線棒 φ13.0mm L=1500mm  pc 1 1 2 1 1 2 1

Anchor Rod

10 A リード付き接地棒 φ14mmx1500mm pc 2 2 2

Ground Rod with lead wire

B 接地線 16mm2 PVC m 10 10 10

Grounding Wire 16mm2

11 A ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×120 pc 8 4 8 8 4

Bolts and Nuts

B ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×240 pc 4 4 8 4

Bolts and Nuts

C ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×350 pc

Bolts and Nuts

D ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×420 pc

Bolts and Nuts

E 座金 pc 4 4 8 8 4 12 8 4

Square Washer

12 A IV ケーブル70mm2 m

IV Cable 70mm2

B 銅管端子70mm2 pc

Copper Pipe Terminal  70mm2

13 A 変圧器  50kVA pc

Transformer 50KVA

B 変圧器  20kVA pc

Transformer 20KVA

14 A 遮断器盤 set

Curcuit Breaker Cubicle  

B 遮断器盤（取引用電力量計） set

Curcuit Breaker Cubicle with MOF

Pole TypePARTS
NO

UnitParts Name Specification
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KK-L01(3/4)   10.5kV/0.4kV配電柱装柱資材リスト 3/4
            10.5kV/0.4kV Pole Assembly Equipment List  3/4

S04D S04N S04A-05 S04A-35 S04E CCOD CCON CCOA-05 CCOA-20

1 A 軽量組立鋼管柱 １０．６５ｍ pc 1 1 1 1 1

Steel　pole

B コンクリート柱 １０ｍ pc 1 1 1 1

Concrete　pole

2 A 腕金 L60×60×3.2×1500 pc

Crossarm

B 腕金 L60×60×3.2×1800 pc 2 1 2 2 1 5 2 4 4

Crossarm

C 腕金 L60×60×3.2×3000 pc

Crossarm

D 腕金 C80×40×3.2×3000 pc

Crossarm

3 A アームバンド（単） pc 2 1 2 1 3 2

Crossarm　Band （single)

B アームバンド（抱き） pc

Crossarm　Band (double)

4 A ピン碍子 10.5kV pc 4 3 6 5

Pin Insulator

B ピン碍子取付金物（単） pc 1 1 1

Insulator　Band (single)

C ピン碍子取付金物（抱） pc 1

Insulator　Band (double)

5 耐張碍子 pc 6 12

Tension Insulator

ボールアイ pc 3 6

Ball　Eye

ソケットアイ pc 3 6

Soket　Eye

U字クレビス pc 3 6

U-Clevis

引留ｸﾗﾝﾌﾟ 10.5kV for dead-end pc 3 6

Tension Clamp insulator

6 低圧碍子 pc 8 4 8 8 4 8 4 8 8

Spool　insulator

7 避雷器 10.5kV   5 kA set

Lightning Arresters

8 ﾋｭｰｽﾞｶｯﾄｱｳﾄ ｽｲｯﾁ 10.5kV for overhead line set

Fused Cut-out Switch

9 支線用玉碍子 pc 1 1 2 1 1 1 1

Guy Insulator

支線 25mm2 Galvanized Steel wire m 10 10 20 10 10 10 10

Guy　Wire　25mm2

ターンバックル pc 1 1 2 1 1 1 1

Turnbuckle

支線棒 φ13.0mm L=1500mm  pc 1 1 2 1 1 1 1

Anchor Rod

10 A リード付き接地棒 φ14mmx1500mm pc 2 2 2 2 2

Ground Rod with lead wire

B 接地線 16mm2 PVC m 10 10 10 10 10

Grounding Wire 16mm2

11 A ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×120 pc 8 4 8 8 4 8 4 8 8

Bolts and Nuts

B ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×240 pc 4 4 8 8

Bolts and Nuts

C ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×350 pc

Bolts and Nuts

D ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×420 pc

Bolts and Nuts

E 座金 pc 8 4 12 8 4 12 4 16 16

Square Washer

12 A IV ケーブル70mm2 m

IV Cable 70mm2

B 銅管端子70mm2 pc

Copper Pipe Terminal  70mm2

13 A 変圧器  50kVA pc

Transformer 50KVA

B 変圧器  20kVA pc

Transformer 20KVA

14 A 遮断器盤 set

Curcuit Breaker Cubicle  

B 遮断器盤（取引用電力量計） set

Curcuit Breaker Cubicle with MOF

Pole TypePARTS
NO

UnitParts Name Specification
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KK-L01(4/4)   10.5kV/0.4kV配電柱装柱資材リスト  4/4
            10.5kV/0.4kV Pole Assembly Equipment List  4/4

CCOA-35 CCOT-20 CCOT-50 SCOD SCON SCOA-05 SCOA-20 SCOA-35 SCOT-20

1 A 軽量組立鋼管柱 １０．６５ｍ pc 1 1 1 1 1 2

Steel　pole

B コンクリート柱 １０ｍ pc 1 2 2

Concrete　pole

2 A 腕金 L60×60×3.2×1500 pc 4 4 4

Crossarm

B 腕金 L60×60×3.2×1800 pc 6 6 6 5 2 4 4 6 6

Crossarm

C 腕金 L60×60×3.2×3000 pc 3 3 3

Crossarm

D 腕金 C80×40×3.2×3000 pc 2 2 2

Crossarm

3 A アームバンド（単） pc 2 8 8 3 2 2 8

Crossarm　Band （single)

B アームバンド（抱き） pc 4 4 4

Crossarm　Band (double)

4 A ピン碍子 10.5kV pc 3 6 6 4 3 6 5 3 6

Pin Insulator

B ピン碍子取付金物（単） pc 2 2 1 1 1 2

Insulator　Band (single)

C ピン碍子取付金物（抱） pc 1

Insulator　Band (double)

5 耐張碍子 pc 12 6 12 12

Tension Insulator

ボールアイ pc 6 3 6 6

Ball　Eye

ソケットアイ pc 6 3 6 6

Soket　Eye

U字クレビス pc 6 3 6 6

U-Clevis

引留ｸﾗﾝﾌﾟ 10.5kV for dead-end pc 6 3 6 6

Tension Clamp insulator

6 低圧碍子 pc 8 16 16 8 4 8 8 8 16

Spool　insulator

7 避雷器 10.5kV   5 kA set 1 1 1

Lightning Arresters

8 ﾋｭｰｽﾞｶｯﾄｱｳﾄ ｽｲｯﾁ 10.5kV for overhead line set 1 1 1

Fused Cut-out Switch

9 支線用玉碍子 pc 2 1 1 1 2

Guy Insulator

支線 25mm2 Galvanized Steel wire m 20 10 10 10 20

Guy　Wire　25mm2

ターンバックル pc 2 1 1 1 2

Turnbuckle

支線棒 φ13.0mm L=1500mm  pc 2 1 1 1 2

Anchor Rod

10 A リード付き接地棒 φ14mmx1500mm pc 2 2 2 2 2 2 2 6

Ground Rod with lead wire

B 接地線 16mm2 PVC m 10 10 10 10 10 10 10 30

Grounding Wire 16mm2

11 A ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×120 pc 8 16 16 8 4 8 8 8 16

Bolts and Nuts

B ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×240 pc 8 4 8 8 8

Bolts and Nuts

C ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×350 pc 16 16

Bolts and Nuts

D ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ品) M16×420 pc 16

Bolts and Nuts

E 座金 pc 16 32 32 12 4 16 16 16 32

Square Washer

12 A IV ケーブル70mm2 m 40 40 40

IV Cable 70mm2

B 銅管端子70mm2 pc 8 8 8

Copper Pipe Terminal  70mm2

13 A 変圧器  50kVA pc 1

Transformer 50KVA

B 変圧器  20kVA pc 1 1

Transformer 20KVA

14 A 遮断器盤 set

Curcuit Breaker Cubicle  

B 遮断器盤（取引用電力量計） set

Curcuit Breaker Cubicle with MOF

Pole TypePARTS
NO

UnitParts Name Specification
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本計画は我が国の無償資金協力の枠組みに従って実施される。従って、本計画は我が国政府より事業

実施の承認がなされ、両国政府による交換公文 (E/N) が取り交わされた後に実施に移される。以下に本

計画を実施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

(1) 事業実施主体 

「ミ」国側の本計画実施の監督責任機関は、国境省民族国境開発局であるが、当該施設の供用開始後

の運営・維持管理は、第１特別自治区の計画産業部に属する企業局電力事業課（職員数 46 名）が担当

する。従って本計画を円滑に進めるために企業局電力事業課は、日本のコンサルタント及び請負業者と

密接な連絡及び協議を行い、本計画を担当する責任者を選任する必要がある。選任された責任者は、本

計画で建設される村落配電網の計画の内容を電力事業課職員及び各地域の村民に充分に説明・理解させ、

本計画の実施に対し協力を要請する必要がある。 

 

(2) コンサルタント 

本計画の資機材調達・据付工事・施設建設を実施するため、日本のコンサルタントは国境省民族国境

開発局と設計監理業務契約を締結し、本計画に係わる実施設計と施工監理業務を実施する。また、コン

サルタントは入札図書を作成すると共に、事業実施主体である国境省民族国境開発局及び第1特別自治

区に対し、入札実施業務を代行する。 

 

(3) 請負業者 

我が国の無償資金協力の枠組みに従って、公開入札により「ミ」国側から選定された日本国法人の請

負業者が、本計画の施設建設及び資機材調達を実施する。 

請負業者は本計画の完成後も、引き続きスペアーパーツの供給、故障時の対応等のアフターサービス

が必要と考えられるため、当該資機材及び施設の引き渡し後の連絡調整についても十分に配慮する必要

がある。 

 

(4) 技術者派遣の必要性 

本計画の村落配電網建設工事は、資機材調達、輸送、据付及び配電工事等からなる複合工事であり、

お互いに調整のとれた管理が必要である。また、工程、品質、出来形及び安全管理のため、工事全体を

一貫して管理・指導出来る現場主任を日本から派遣することが不可欠である。 

なお、企業局電力事業課は施設建設及び配電工事を中国の民間企業に委託して来たため、現地には据
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付工事及び試験・調整に熟練している技能工はいない。また、同事業課も一般的な技術は習得している

ものの 新の技術は十分に理解していないことが考えられる。このため当該施設建設、資機材の据付工

事及び試験・調整期間にそれぞれの専門家を、資機材メーカー又は配電工事会社から現地に派遣する必

要がある。 

 

(5) 先方実施工事に対するコンサルタントの監理について 

本計画の低圧幹線（400-230V）より各戸に配電する資材（各戸引込用配電資機材）の据付工事は第1

特別自治区が行う。しかしながら、日本側負担である高圧配電線工事並びに低圧幹線の完了と合わせて

当該低圧配電工事も完了させ配電網を構築し、事業効果を発現させる必要がある。 

このため、コンサルタントは日本側工事に対する施工監理技術者の他に、先方負担の当該工事の工程

管理、品質管理、出来形管理、安全管理などの指導・監督も行うこととし、特に実施機関に不足してい

る計画立案、技術管理及び事故予防保全などの技術移転を図るものとする。 

 

3-2-4-2 施工上/調達上の留意事項 

(1) 施工事情 

第１特別自治区ラウカイ市及びターシェータンでは造成、商業ビル建設など都市型建設工事が行われ

ているが、この様な大型工事は中国の現地工事会社が一手に請負っており、労働力も近接する中国雲南

省からの出稼ぎ者で占められている。中国人労働者の労働賃金が安い事もあり、現場には大量の作業員

が配置され、建設機械の稼働はあまり見受ける事はない。また、電力施設工事についても、現在建設中

のロンチン第2発電所及び配電網工事は中国の工事会社に委託されており、企業局電力事業課が直営で

行う工事は比較的容易である日常的な修理程度である。従って、現地業者からは労働者、配電工事に関

わる資機材等の調達は可能だが、本計画での変圧器、配電工事等の据付技術を有する技術者の確保は困

難である。 

従って、本計画の村落配電網の据付工事については、現地工事会社から建設工事機材及び労務提供を

中心に活用を図るものとし、品質管理、工程管理、出来形管理、安全管理、試験・調整などのためには、

日本から技術者を派遣する必要がある。また、当該工事期間に日本の技術者によって実施機関である企

業局電力事業課技術者にOJTを実施し技術移転を図るものとする。 

なお、村落配電網幹線工事においては、獣道程度の道路を使用し配電資機材を運搬する事から村民の

労力及び機動力（ロバ等）の協力は必要不可欠であり、本計画の実施段階では各村の村長を通じて要請

する事は可能である。 

 

(2) 現地資機材の活用について 

施工計画の策定に当たっては、可能な限り現地で調達可能な資機材を採用する。第１特別自治区では
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土木建築工事に使用する骨材、セメント、型枠材、鉄筋及び村落配電網工事で使用するコンクリート柱、

電線、碍子、装柱金物などは中国製であるが、現地調達が可能であるので、本計画で建設される村落配

電網の工事には現地で調達可能な資機材を活用する事とする。ただし、変圧器、配電盤等の機能品は、

中国製品は品質にばらつきがあり故障が多く、また組立鋼板柱などの特殊資機材は現地では生産されて

いないため、これ等の資機材は日本国での調達とする。 

よって、本計画の村落配電網工事における資機材調達先の選定に当たっては、これ等の現地事情を考

慮し、実施機関である第1特別自治区技術者による当該設備の運転・維持管理の容易性、予備品調達や

故障時対応などのアフターサービス体制の有無などに配慮して決定する必要がある。 

 

(3) 現地業者の活用について 

第1特別自治区では前述の様に、中国資本の現地建設業者もあり、第1特別自治区内での労働者、運

搬用車両、建設用小機材等の現地調達は比較的容易であるが、大型の建設機械は首都ヤンゴンなどから

持ち込む必要がある。本計画での現地業者の活用範囲は、日本人技術者の補助的な役割を果たす技術者、

世話役、各工種の専門職（特殊作業員）及び普通作業員などの人材登用並びに運搬車輌、建設用小機材

等の供給が期待できる。従って、本計画では現地にて調達が可能である人材及び建設機械を考慮し、施

工計画の策定を行う必要がある。 

一方、配電工事は当該地域での工事件数も少なく、かつ技術レベルの高い特殊な能力を要することか

ら、現地業者の活用は困難であり日本から技術者を派遣し、技術指導及び品質・工程管理を行わせる必

要がある。 

 

(4) 安全対策について 

本計画地帯は、未電化地域であり高電圧に対する住民の知識は少ないと考えられる。このため、住民

に対する高圧配電線の安全確保に留意する必要がある。本計画の配電線路は地上と十分な離隔距離を持

って敷設されるが、遮断器設備は地上に設置される為、当該設備の周辺にはフェンスを設置し、住民の

安全対策とする。 

 

3-2-4-3 施工区分/調達・据付区分 

我が国と「ミ」国側の施工負担区分の内、幹線配電工事となる 10.5kV 高圧配電線及び 400/230V 低圧

配電線は日本側で資機材調達、資機材据付工事、試験・調整を実施する。 

なお、低圧配電幹線（0.4kV）から村落の各戸への引き込み低圧配電線（単相230V）に必要な電柱（鋼

管柱）、電線、碍子、取引用積算電力量計及び付属品は、日本側調達とし、据付工事は第１特別自治区

が実施し、需要家用積算電力量計以降の屋内配線工事は各戸需要家負担とする。 
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なお、詳細な我が国と「ミ」国側（第１特別自治区）の施工負担区分は表 3.2.4.3-1 及び基本設計図

KK-E03に示すとおりである。 

表 3.2.4.3-1 日本側と「ミ」国側（第１特別自治区）の施工区分 

施 工 区 分 
施 工 項 目 

日本国側 「ミ」国側 
備  考 

1.  10.5kV高圧及び400/230V低圧幹線配電工事    

(1) 裸導線、碍子、装柱金物類の調達と据付 〇   

(2) 電柱（コンクリート柱及び鋼板柱）の調達及び建柱 〇   

(3) 柱上変圧器、しゃ断器、取引用積算電力量計、避雷器及び

付属品の調達・据付 
〇   

(4) 予備品、工具の調達 〇  予備品は1年分 

(5) 引渡前現場試験の実施 〇   

2.  各戸引き込み低圧配電線工事    

(1) 引き込み柱、電線、需要家用積算電力量計の調達 〇   

(2) 上記部材の取付及び架線工事  〇  

(注) ：〇印が施工区分を表す。 

 

3-2-4-4 施工監理計画/調達監理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の趣旨を踏まえ、実施設計業務・施

工監理業務について一貫したプロジェクトチームを編成し、円滑な業務実施を図る。コンサルタントは

施工監理段階に於いて、本計画対象地域が｢ミ｣国における特殊な行政区域であることを十分に認識する

と同時に、工程管理、品質管理、出来形管理及び安全管理を実施しなければならない。なお、配電工事、

試運転・調整、引渡し試験等の工事進捗に併せて、専門技術者を派遣し、請負業者が実施するそれらの

施工監理を行う。実施機関である第１特別自治区には英語を話せる人が少なく、同機関との協議には中

国語（マンダリン語）の通訳は不可欠であるため、実施段階では通訳の雇用を検討する必要がある。 

必要に応じて、日本国内で製作される資機材の工場立会検査及び現地にて調達される配電資機材の出

荷前検査を実施し、資機材現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行う。 

 

(1) 施工監理/調達監理の基本方針 

コンサルタントは、年度毎の本工事が所定の工期内に完成するよう工事及び資機材調達の進捗を監理

し、契約書に示された品質、出来形及び資機材の納期を確保すると共に、現場での工事が安全に実施さ

れるように、請負業者を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理/調達監理上の留意点を示す。 

 

1) 工程管理 

請負業者が契約書に示された納期を守るために、契約時に計画した実施工程と、その実際の進捗状

況との比較を各月、または各週に行い、工程遅延が予測されるときは、請負業者に対し注意を促すと
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共に、その対策案の提出と実施を求め、契約工期内に工事及び資機材の納入が完了する様に指導を行

う。計画工程と進捗工程の比較は主として以下の項目による。 

① 工事出来高確認（配電工事現場出来高、資機材工場製作及び出荷出来高） 

② 資機材搬入実績確認（配電資機材） 

③ 仮設工事及び建設機械準備状況の確認（必要に応じて） 

④ 技術者、技能工、労務者等の歩掛と実数の確認 

 

2) 品質、出来形管理 

建設された施設及び製作・納入・据付られた資機材が、契約図書で要求されている施設及び資機材

の品質、出来形を満足しているかどうかを、下記項目に基づき監理を実施する。確認及び照査結果、

品質や出来形の確保が危ぶまれるとき、コンサルタントは直ちに請負業者に訂正、変更、修正を求め

る。 

① 配電工事施工図及び使用資機材仕様書の照査 

② 資機材の製作図及び仕様書の照査 

③ 資機材の工場検査への立会い又は工場検査結果の照査 

④ 資機材の据付施工図及び据付要領書の照査 

⑤ 資機材の試運転、調整・試験及び検査要領書の照査 

⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転、調整・試験及び検査の立会い 

 

3) 安全管理 

請負業者の安全管理責任者と協議、協力し、建設期間中の現場での労働災害及び、第三者に対する

傷害及び事故を未然に防止するための監理を行う。現場での安全管理に関する留意点は以下の通りで

ある。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車両、運搬機械等の運行ルート策定と安全走行の徹底 

④ 労働者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 

 

(2) 計画実施に関する全体的な関係 

施工監理時を含め、本計画の実施担当者の相互関係は、図3.2.4.4-1の通りである。
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交換公文（Ｅ/Ｎ） 

 

 

 

・実施設計の承認 

・入札図書の承認 

・各契約書の承認      ＊コンサルタント契約   ＊工事請負契約 

・工事進捗等報告 

 

 施工監理 

日本国政府 

日本の請負業者 

・ 配電資機材の調達 

・ 配電資機材の輸送 

・ 配電資機材の据付 

・ 現場試験及び引渡し 

・ ＯＪＴの実施 

日本のコンサルタント 

・実施設計図の作成 

・入札仕様書の作成 

・入札業務の代行 

・施工監理業務の実施 

国境省民族国境開発局 

ミャンマー国政府 

 

 

 

 

 

 

＊備考：コンサルタント契約及び業者契約は日本国政府の認証が必要である。 

 

図 3.2.4.4-1 事業実施関係図 

(3) 施工監督者 

請負業者は村落配電網建設及び同施設の資機材を調達・納入すると共に、据付工事を実施する。同工

事実施のために、請負業者は「ミ」国第1特別自治区内の現地業者を下請け契約により雇用することに

なると思われるが、請負契約に定められた工事工程、品質、出来形の確保並びに安全対策について、現

地下請け業者にもその内容を徹底させる必要があるため、請負業者は海外での類似業務の経験を持つ技

術者を現地に派遣し、現地業者の指導・教育を行うものとする。 

本計画の村落配電網工事の規模・内容から 低限、表3.2.4.4-1に示す請負業者側技術者の現場常駐

が望ましい。 
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表 3.2.4.4-1 請負者側派遣技師 

派遣技師名 人数 業務内容 派遣期間 

所  長 1 
工事全般の管理、承認取得、OJT 実施責任者、資機材調

達管理、通関手続きの実施、労務管理、経理事務 
全工事期間 

電気技師(1) 1 変圧器、遮断器据付管理 機材据付期間 

電気技師(2) 1～3 配電線工事管理 配電線工事期間 

試験・調整 1 試験・調整の実施 試験・調整期間 

業務調整員 1 
工事機関全般に渡り国境省及び第 1 特別自治区との連

絡・調整業務 

工事実施直前及

び実施後半 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

本計画で現地調達が可能な配電工事用資機材については、中国製が大半を占めるため、現場搬入前の

入念な品質検査は不可欠である。これらは、日本国製品に比べ製作・製造段階での品質管理が徹底され

ておらず品質のバラツキがあるためである。 

上記調達資機材に限らず、日本国調達資機材についてもコンサルタントが求める技術仕様に適合され

ているかどうかの確認も船積み前の工場検査で励行する。 

なお、現場において施工される物の品質管理においては、施工計画策定段階での施工管理基準に倣っ

た規定を設け品質管理の指針とする。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

本計画で調達・据付られる配電用資機材の内、裸導線（コンダクター）、コンクリート柱、碍子等の

資機材は中国製品が現地で購入可能である。また、本計画地における土木工事用資機材は、骨材、セメ

ント、鉄筋、鋼材、木材、塗料などは、「ミ」国産又は中国産があり、数多くが市場に出回っているた

め、現地での入手が可能である。しかし、変圧器等の機能品及び組立鋼板柱等の特殊品は現地では調達

できず輸入に頼らざるを得ない。 

なお、機器据付用仮設材及び運搬車輌については、現地でリース及び調達が可能であり、本計画の実

施上特に支障はない。従って本計画で使用する資機材の調達先は下記の通りとする。 

 

(1) 現地調達資機材 

土木用資材： セメント、砂、コンクリート用骨材、コンクリートブロック、焼煉瓦、鉄筋、

小型鋼材、ペンキ、木材、ガソリン、ディーゼル油、工事用小型車両、その

他仮設用資機材 

配電工事用資機材： コンクリート柱、裸導線（コンダクター）、引込電線、需要家用積算電力量

計、碍子、装柱金物、その他付随する小資材 
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(2) 日本国調達資機材 

配電工事用資機材： 組立鋼板柱、引込用鋼管柱、柱上変圧器、避雷器、ヒューズ付きカットアウ

トスイッチ、遮断器、取引用積算電力用計、その他付属物 

なお、日本国からの調達品の輸送には、海上輸送、港の荷揚げ、本計画地までの内陸輸送並びに保管

に充分耐え得る梱包方法を採用する。資機材の荷揚げ港としては、首都ヤンゴンの港が考えられ、同港

には大型の荷揚げ設備が整っていることから、本計画の荷物の陸揚げに支障はない。同港から本計画サ

イトまで約 1,000ｋｍの内陸輸送道路は一部舗装状態の悪い所や道路幅が狭く連続した急カーブがあ

るものの、本計画地である第1特別自治区への主要道路として使用されており、輸送計画時には車輌選

定、積載量など万全な検討が必要である。 

なお、同港での輸入通関手続きは通常１ｹ月程度かかるので、請負業者は全体工事工程を守るため、

予め必要書類の準備及び関係機関との協議を持ち、通関手続時間の短縮を図る必要がある。 

 

3-2-4-7 ソフトコンポーネント計画 

本計画では、日本側が調達する低圧の各戸配電用資機材の据付工事を「ミ」国側が実施する予定であ

る。同工事は日本側の配電線工事終了前に完了し、電力供給を開始できるようにすることが、事業実施

効果を発現するために必要である。また、本計画とそばプロジェクトとの連係性を考慮し、事業を展開

する必要がある。 

「ミ」国側実施機関である第１特別自治区は、地元下請け業者を利用して、通常の架空配電線据付工

事を実施しており、工事の実施には特段の困難さは見受けられない。しかし、実施機関は大形プロジェ

クトの経験が少ない事から、計画の立案、技術監理及び事故予防保全などには疑問があるため、これら

の技術について助言を行い実施機関の能力向上を図る必要がある。そのため「ミ」国側の実施する各戸

配電用資機材の据付工事については、日本のコンサルタントから技術指導員を派遣し、第１特別自治区

の工事監理担当者に技術指導を行い、必要な工期・品質の確保に当たらせると共に、電力料金徴収方法

並びに維持管理体制確立の為の指導を行わせることとする。 
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3-2-4-8 実施工程 

我が国の無償資金協力制度に基づき、以下のとおりの事業実施工程とした。 

月 

項目 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

実

施

設

計  

                      

施

設

建

設  

                      

（現地調査） 

（国内作業） 

（計4.5ヶ月） （現地確認） 

（施工図作成・承認取得） 

（機材製作） 

（機材輸送） 

（配電設備工事） 

(試運転調整) 

（計10.5ヶ月） 

図 3.2.4.8-1 事業実施工程表 
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3-3 相手国側分担事業の概要 

本計画を実施するに当り、3-2-4-3項「施工区分／調達・据付区分」に示す「ミ」国側施工範囲の他、「ミ」

国側が実施・負担する事項は以下のとおりである。 

(1) 計画に必要な情報及びデータの提供。 

(2) 日本側工事の開始以前に、配電設備用地の取得。 

(3) 「ミ」国内の荷下ろし港及び空港での本計画に係わる製品の免税措置、通関及び迅速な荷下ろし

措置の確保。 

(4) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して、日本人が「ミ」国に滞在または入

国する許可。 

(5) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して通常「ミ」国で課税される税金、関

税等から日本人の免税措置。 

(6) 銀行口座開設に係わる日本の銀行への手数料の支払い。 

(7) 本計画の実施に際し、日本の無償資金協力で負担されない事項の全ての負担。 

(8) 本計画の資機材検査への立会と、運転・維持管理技術の移転のため、技術者と技能工を本計画専

門のカウンターパートとしての任命。 

(9) 資機材の据付工事中に必要な停電に関する諸手続の実施。 

(10) 日本の無償資金協力で調達される資機材の正しく、効果的な使用と維持。 

(11) 日本の無償資金協力で要求される工程に合致した工程表に基づき、本計画で調達される各戸引込

用低圧配電用資機材の据付。 

(12) 配電線路上の障害物の除去。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

本計画地域内の需要家への電力供給信頼度を向上させ、安定した電力供給運営を行うためには、送配変

電設備の適切な運転・保守（O&M）及びそれらの周辺環境の保全が不可欠である。 

従って、本計画で調達される機材が持つ性能及び機能を維持し、本計画地域内の需要家へ安定した電力

供給を行うためには、各設備の事故発生率を低減させ、信頼性、安全性及び効率の向上を目指した、適切

な予防保全と維持管理の実施が望まれる。 

図3.4.1-1に維持管理の基本的な考え方を示す。 

信頼性の向上 

＊ 電気の質の向上  
＊ 事故発生の防止 
＊ 事故の影響の 小化 
＊ 事故回復の迅速化 
＊ 経年劣化の防止 

安全性の向上 

＊ 自然災害からの保護 
＊ 人為障害からの保護 

効率性の向上 

＊ 保守効率の向上 
＊ 作業効率の向上 

配電設備の適切な維持管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.1-1 配電設備の維持管理の基本的な考え方 

 

上記の維持管理の基本的考え方を踏まえて、本計画で調達・据付られる機材及び建設される施設の維持

管理は、予防保全を中心に実施する必要がある。 

本計画においては、据付工事及び試験調整期間中に日本の請負業者により派遣される技術者によって、

当該配電設備の運転・維持管理に関する OJT を実施する計画である。従って、第 1 特別自治区は上記基本

事項を念頭に置いて、OJT を通して習得する運転・維持管理（O&M）技術に従って、運転開始後の維持管理

を実施する必要がある。 

 

3-4-2 定期点検項目 

(1) 配電機器の定期点検 

本計画で調達・据付られる変圧器、遮断器、ヒューズ付きカットアウトスイッチ等の機器類の標準的

な定期点検項目は、表3.4.2-1に示すとおりである。同表に示すとおり、各機器の点検は、①機器の異

常発熱、異常音等を人間の五感により毎日点検する“巡視点検”、②各機器のボルト等の締付け状態、
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絶縁物の表面汚損状態等、日常の巡視点検では出来ない荷電部の点検を行う“普通点検”、及び③各機

器のインターロック機構等の機能点検及び計器類の精度維持を実施する“精密点検”に分類される。 

なお、通常普通点検は1～2年に1度、精密点検は4年に1度程度実施される。また、遮断器等に内

蔵されているヒューズ、計器、リレー等の性能劣化、絶縁性能の劣化、接点の摩耗並びに特性が変化す

る部品は、普通点検及び精密点検時に、部品の特性と使用頻度を確認した上で、適宜交換することが望

ましい。 

 

表 3.4.2-1 標準的な配電機器の定期点検項目 

点検項目 点検内容（方法） 巡視点検 普通点検 精密点検 

異常表示器、状態表示灯の表示状況 ○ ○  

異常音、異常臭の発生の有無 ○ ○  

端子部の加熱変色の有無 ○ ○  

ブッシング、碍管の亀裂、破損の有無及び汚損状況 ○ ○  

設置ケース、架台等の発錆状況 ○ ○  

温度異常の有無（温度計） ○ ○  

設備外観 

ブッシング端子の締付け状況(機械的ﾁｪｯｸ) ○ ○  

各種計器の表示状況 ○ ○ ○ 

動作回数計の指示  ○ ○ 

操作函、盤内の湿潤、さびの発生の有無及び汚損の
状況 

 ○ ○ 

給油、清掃状況  ○ ○ 

配線の端子締付け状況 ○ ○ ○ 

状態表示の確認  ○ ○ 

漏気、漏油の有無  ○ ○ 

操作前後の状態確認  ○ ○ 

動作計の動作確認  ○ ○ 

スプリングの発錆、変形、損傷の有無（手入れ） ○ ○ ○ 

各締付け部ピン類の異常の有無  ○ ○ 

補助開閉器、継電器の点検（手入れ）  ○ ○ 

操作装置 
及び 
制御盤 

制御用電源の点検 ○   

絶縁抵抗の測定  ○ ○ 

接触抵抗の測定   ○ 

ヒータ断線の有無  ○ ○ 
測定･試験 

継電器動作試験  ○ ○ 

 

(2) 配電線路の定期点検 

配電線の維持管理は、日常の巡回点検により事故・損傷・破損個所を発見し、直ちに修復作業を実

施することが需要家への も重要なサービスである。また、配電線路の樹木等への接触による地絡事

故等が予想されるときは、予め樹木の伐採等の予防措置を取る必要がある。以下に主な日常巡回時の

点検項目を示す。 

① 導線の切断の有無 

② 碍子の破損の有無 
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③ 導線と樹木等の接触の有無 

④ 電柱の破損の有無 

⑤ 電柱の垂直度 

⑥ 柱上変圧器の設置状況、油漏れ 

⑦ 各種スイッチ類の状態確認 

3-4-3 維持管理体制 

本計画で建設される配電設備の供用開始後の運転・維持管理は第 1 特別自治区が担当するが、本計画対

象地域はラウカイ市から遠方のため、日常の維持管理の実施、並びに電力料金の徴収に当たっては、各村

落の協力が不可欠である。 

チャーシーシュ村村落群は村落委員会が組織されており、チャーシーシュ村に村落委員会事務所を置き、

周辺村落の行政・統括を行っている。このため本計画の維持管理の実施においても、同村落委員会を電化

対象村落からの配電網の運転維持管理情報の伝達、収集における中心的な組織として活用する。 

さらに電化対象地域となる村落においては管理責任者（村長など）を任命し、日常点検業務を行う技術

担当者と電気料金徴収を行う料金徴収担当者を配置することとする。同管理体制は図 3.4.3-1 に示すとお

りであるが、「ミ」国側(第 1 特別自治区)は、本計画の完了までに当該体制を確立し、適切な維持管理を

実施する必要がある。 

 

第 1 特 別 自 治 区  

 
配 電 線 管 理 責 任 者  

（ チ ャ ー シ ー シ ュ 村 長 等 が 兼 任 ）  

技 術 担 当  

需  要  家  

料 金 徴 収 担 当  
 

村 落 委 員 会  

日 常 ・ 定 期 点 検 、 修 理 計 画 、 作 業 計 画  料 金 徴 収 ・ 帳 簿 管 理  

維 持・管 理 作 業 等 の 指 示

資 材 購 入 依 頼  技 術 支 援  

配  電  網  電 力  

伐 採 ･清 掃 作 業  
電 気 料 金  

 

図 3.4.3-1 本計画の維持管理体制 
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3-4-4 予備品購入計画 

配電設備の予備品は、劣化状況に応じて交換する予備品、並びに事故等の緊急時に必要となる交換部品

（緊急予備品）があり、「ミ」国は前項の定期点検時に必要な部品を調査した上で購入する必要がある。 

本計画では、 低限必要な 1 年分の予備品と保守用道工具を調達する計画であり、その主要項目は表

3.4.3-1のとおりであるが、「ミ」国は、本計画完了後の1年後までに必要な追加予備品の購入費用（約7

万円/年）並びに保守要員の人件費（約3.6万円/年）を予算化する必要がある。 

 なお本計画で適用する保守用道工具に付いては、電力設備を取り扱うものであるため、使用する作業

員の安全確保をするとともに、既設設備への損傷防止、施工品質を一定のレベルに保つ等の必要がある。

したがって、その構造や取り扱いについて充分熟知することが肝要であり、本計画の施工期間中に作業員

に対して、保守用工具取り扱いをOJT等により充分に指導する必要がある。 
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表 3.4.4-1 本計画で調達する予備品及び保守用道工具 

数量 

No. 項目 
単

位 

チャーシーシ

ュ村中心から

1km圏内 

チャーシーシ

ュ村中心から

5km圏内 

チャーシーシ

ュ村中心から

5km圏外 

合計 

1-1 50kVA変圧器用予備品 1 50kVA変圧器 台 1 1 0 2 1．10.5/0.4kV 

系統予備品  2 高圧側ブッシング（50kVA Tr用） 本 1 1 0 2 

  3 低圧側ブッシング（50kVA Tr用） 本 1 1 0 2 

  4 低圧側中性点用ブッシング（50kVA Tr用） 本 1 1 0 2 

 1-2 20kVA変圧器用予備品 1 20kVA変圧器 台 1 1 1 3 

  2 高圧側ブッシング（20kVA Tr用） 本 1 1 1 3 

  3 低圧側ブッシング（20kVA Tr用） 本 1 1 1 3 

  4 低圧側中性点用ブッシング（20kVA Tr用） 本 1 1 1 3 

 1-3 遮断器盤用予備品 1 遮断器用閉路コイル 個 1 1 0 2 

  2 遮断器用開路コイル 個 1 1 0 

  3 ランプ（各種） ％ 100 100 0 100 

  4 ヒューズ（各種） ％ 100 100 0 100 

  5 MCCB（制御回路用） 式 1 1 0 2 

  6 各種保護継電器 個 1 1 0 2 

  7 各種補助継電器 個 1 1 0 2 

  8 各種計器（電力、電流、電圧） 個 1 1 0 2 

  9 計器用変流器（各種） 個 1 1 0 2 

  10 計器用変圧器（各種） 個 1 1 0 2 

  11 取引用積算電力量計 個 1 1 0 2 

  12 各種切り換えスイッチ 個 1 1 0 2 

 1-4 ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ（ﾋｭｰｽﾞ付き） 1 ヒューズ (各種) 個 1 1 1 3 

  2 カットアウトスイッチ 個 1 1 1 3 

 1-5 避雷器用予備品 1 避雷器本体 個 1 1 1 3 

2．保守用道工具 2-1 試験用器具 1 絶縁油試験器 台 1 0 0 1 

  2 アナログ式テスター 個 7 10 5 22 

  3 検相器（低圧用） 個 3 1 0 4 

  4 電圧検電器（特高用） 個 3 1 0 4 

  5 電圧検電器（低圧用） 個 7 10 5 22 

  6 検電器チェッカー 個 3 1 0 4 

  7 簡易型継電器試験器 個 1 0 0 1 

  8 絶縁抵抗計（メガ） 500V 個 1 0 0 1 

  9 絶縁抵抗計（メガ） 1000V 個 1 0 0 1 

  10 簡易型接地抵抗計 個 3 1 0 4 

  11 デジタル式マルチメーター 個 1 0 0 1 

  12 クランプ式テスター 個 3 1 0 4 

 2-2 工具 1 手動圧縮器 組 4 0 0 4 

  2 ケーブルカッター 台 4 0 0 4 

  3 ワイヤーストリッパー 個 4 0 0 4 

  4 手工具セット 組 7 10 5 22 

  5 接地用ケーブル 個 3 0 0 3 

  6 張線器 台 18 0 0 18 

  7 活線用張線器 台 4 0 0 4 

  8 ボルトクリッパー 台 6 0 0 6 

  9 線繰り台 台 4 0 0 4 

  10 ４面ローラー（５車型） 個 45 0 0 45 

  11 カットアウトヒューズスイッチ操作棒 本 2 2 2 6 

  12 チェンブロック 台 2 0 0 2 

  13 手巻ウインチセット 組 2 0 0 2 

2 
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数量 

No. 項目 
単

位 

チャーシーシ

ュ村中心から

1km圏内 

チャーシーシ

ュ村中心から

5km圏内 

チャーシーシ

ュ村中心から

5km圏外 

合計 

2．保守用道工具 2-2 工具 14 携帯削岩機 台 2 0 0 2 

  15 発電機 3kVA 台 2 0 0 2 

  16 電工ドラム 台 2 0 0 2 

  17 作業用足場 個 5 0 0 5 

  18 梯子 ３連 （8m） 脚 2 0 0 2 

備考 (1)予備品の数量は、補給数量を除いた工事材料数の2%もしくは 低1個とする。 

(2)手工具セットは次の工具・用品を含む。（ペンチ、ペンチサック、ドライバー、ナイフ、モンキースパナ、ラチェットスパナ、ニ

ッパ、メジャー、腰袋、安全帽子、無墜落柱上安全帯） 

(3)      は本計画範囲を示す。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約2.17億円となり、先に示した日本

と「ミ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件によれば、次のとおりと見

積もられる。 

 

(1) 日本側負担経費 

（単位：億円） 

事業費区分 金 額 備 考 

(1) 建設費 1.17  

ｱ. 直接工事費 0.66  

ｲ. 共通仮設費 0.05  

ｳ. 現場経費等 0.39  

ｴ. 一般管理費 0.07  

(2) 機材調達費 0.42  

(3) 設計監理費 0.57  

ｱ. 実施設計費 0.22  

ｲ. 施工監理費 0.27  

ｳ. ソフト・コンポーネント費 0.08  

合 計 2.16  

 

(2) ｢ミ｣国負担経費 

｢ミ｣国側の主な負担項目は以下のとおりである。 

① 400-230 V低圧配電工事 US$12,250- （約150万円） 

 

(3) 積算条件 

1) 積算時点 平成13年7月 

2) 為替交換レート 1 US$ =122.55円（2001年 9月） 

3) 施工期間 詳細設計、工事及び機材調達の期間は施工工程に示したとおりである。 

4) その他 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

本計画で建設される10.5kV配電線の供用開始後の運転・維持管理は、既存の第1特別自治区が担うこと

となる。同自治区は既に運転・維持管理要員を保有しており、本計画の実施に伴い新たに運転・維持管理

要員を雇用する必要はない。 

なお、当該配電設備は基本的にメンテナンスフリーであり、定期的な交換は必要としない。しかしなが

ら、異常故障時に備えて表 3.4.3-1 に示す予備品を常備する必要があり「ミ」国側は必要に応じて予算化

し、当該機材の運転・維持管理に支障が生じない様に留意する必要がある。 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が考えられる。 

1) 「ミ」国側負担工事である各戸引込用低圧配電線資機材の建設工事が遅延すると、本計画の実施に

より期待される所定の機能が工期内に発揮されないこととなる。よって「ミ」国側は同工事を遅滞

なく行うために、建設チームを結成し、本計画の進捗に合せた工程計画、要員計画等を策定し、「ミ」

国側工事の推進を図る必要がある。 

2) 新設配電設備に係る用地確保及び樹木等の障害物撤去及び移設等が遅延すると、配電線据付工程に

影響を及ぼすので、「ミ」国側は用地確保や樹木伐採当に必要な関連手続きを遅延なく行う必要が

ある。 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

本計画の実施により期待される効果は以下のとおりである。 

(1) 直接効果 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

1. 本計画地であるチャーシーシュ

村村落群は未電化のため、ラン

プ生活を余儀なくされ、住民の

生活条件は極めて低い状況にあ

る。 

計画目標年次（供用開始から 5 年

後）までの緊急的に必要な 10.5kV

高圧配電網と低圧配電網を整備す

る。 

チャーシーシュ村村落群の社会・経

済活動の中心地であるチャーシー

シュ村及び高圧配電線通過地域の

チャーホー村(合計 1,422 人）の電

化が行われ、公共施設に照明などの

電気設備の導入が可能になるなど、

住民の生活条件が向上する。 

 

(2) 間接効果 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

１．計画対象地域は、未電化のため

農業の近代化・効率化が遅れて

おり、農産物加工も困難な状況

にある。そのため、ケシ栽培か

ら他農作物への転作事業が遅れ

ている。 

計画目標年次（供用開始から 5年

後）までの緊急的に必要な10.5kV

高圧配電網と低圧配電網を整備

する。 

そばプロジェクトの活動中心地にお

いて、脱穀機、電動工具等の電力利

用設備の導入により、生産性が向上

すると共に、そば等の脱穀、加工が

可能となり、付加価値の高い農作物

を生産できる。そのため、ケシ栽培

から他農作物への転作事業を促進で

き、ケシ撲滅運動に貢献する。 

２．教育面において、本計画地の小

学校は朝と夜間の二部制で行わ

れているが、未電化のため教室

内は暗く、学習効率が低下して

いる。 

同上 照明設備等の整備により、学校教育

活動が活発となり、児童の学習意欲

向上も期待される。また、パソコン、

ビデオ等を利用した情報技術教育も

受けられる様になり、効率的な学習

と教育レベル格差の是正が可能とな

る。 

３．医療面において、本計画地は電

力等の重要なインフラ整備が遅

れているため、病院・診療所等

の医療施設も設置されていな

い。一部に私設の医薬品店があ

るが、薬品保管用冷蔵庫もなく、

衛生状況は劣悪である。 

同上 電力を要する薬品保管用冷蔵庫、医

療機器が使用可能となり、近代的な

保健医療サービスが受けられる様に

なる。 
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４．生活面において、未電化のため

給水ポンプ等の施設も無く、婦

女子による水汲み労働が強いら

れている。また、テレビ、ラジ

オ等の情報設備が無く、社会環

境から孤立している。 

同上 電化により、給水ポンプの設置も可

能となり、婦女子の水汲み労働が開

放される。また、テレビ、ラジオ、

ビデオ等の普及により、社会情報の

入手が可能となると共に、家族の娯

楽設備として生活環境が向上する。 

５．行政面において、本計画地の行

政の中心機関である村落委員会

事務所は、未電化のため通信機

器、事務機器等がなく、近代的

な行政事務の遂行が困難となっ

ている。 

同上 電化により、照明設備、通信・事務

機器等の導入が可能となり、行政サ

ービスが向上する。 

4-2 課題・提言 

本計画の効果が発現・持続するために、「ミ」国側が取り組むべき課題は以下のとおりであ

る。 

(1) 本計画で日本側が調達・据付を行う 10.5kV 配電線及び低圧幹線の工事工程に併せて、「ミ」国

側負担の各戸引込用低圧配電線資機材の据付工事を行うために、「ミ」国側は建設チームを結成

し、工程計画、要員計画、資機材購入計画等を策定し、工事の円滑な推進を図る必要がある。 

(2) 本計画により供用開始から5年後までの本計画対象地域に配電用変圧器が調達されるが、供用開

始以降の電力需要増に対して、｢ミ｣国は適宜に電力需要を見直し、本計画完成後の柱上変圧器増

設等の計画を策定すると共に、増設設備の調達予算を準備する必要がある。 

(3) 「ミ」国側は、送配電電線路事故を軽減させ安定した電力供給体制を確保するため、定期的な現

場巡回点検を実施し、配電線路沿いの樹木伐採を行う等の予防保全を励行する必要がある。 

(4) 「ミ」国側は、公平な電気料金徴収体系を確立するため、全需要家に積算電力量計を設置し、検

針の徹底及び厳正な料金徴収を行うことが必要である。 

(5) 「ミ」国側は、本計画対象地域に当該電力施設の運転・維持管理及び需要家へのサービスを行う

管理担当者を任命し維持管理を確立する事により、本計画施設の供用開始と同時に運用し適切な

運転・維持管理を確実に実施する必要がある。 

(6) 本計画で実施するソフトコンポーネント及びOJTに参加する技術者の任命を速やかに行い、研修

に参加させると共に、研修に参加しなかった他の技術者への技術の水平展開を図る必要がある。 
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(7) 柱上変圧器のタップ値は、設置場所により 適なタップ値を選定し、電気の質を高めると共に、

配電損失の低減を図るべきである。 

(8) 中国からの送電線と連系しているラウカイ変電所の既設変圧器容量は、余裕が少ないため「ミ」

国側は適宜、本計画地への電力供給も含めた電力需要予測を行い、必要に応じて変圧器の増設を

行うべきである。 

4-3 プロジェクトの妥当性 

以下に示す本計画の実施による直接・間接的効果から協力対象事業は妥当と判断される。 

(1) 裨益人口 

本計画の実施により計画対象地域でそばプロジェクト活動中心地であるチャーシーシュ村及び

高圧配電線路通過地域の村民（合計1,422人）への電力供給が確保される。 

(2) 教育・民生の安定への貢献 

配電設備が整備されることにより、計画対象地域への安定した電力の供給が可能となり、住民

生活の向上と学校、診療所等の社会福祉・公共施設運営の安定化、並びに地場産業・経済活動の

活性化が促される。 

(3) 維持管理能力 

本計画で調達する資機材の仕様は、「ミ」国の技術力で十分運転・維持管理可能なもので

あり、本計画実施上、運転・維持管理上特に問題はないと判断される。 

(4) 「ミ」国の開発計画に資するプロジェクト 

「ミ」国政府が進めている麻薬撲滅運動に係る代替作物導入計画を支援するための、農村

地域住民の生活環境改善の一環を担うプロジェクトである。 

(5) プロジェクトの収益性 

本計画で建設される配電設備の供用開始後の運転経費は、徴収電力料金から賄われる。本計

画地では中国からの買電を中心に電力事業が行われているため、買電価格（約 0.6 元/kWh）と

販売価格（1.2 元/kWh）の差額は収益となるが、同収益は施設や機材の運営・維持管理を円滑

に行うことが期待できる程度のものである。 
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(6) 環境への配慮 

高圧配電線からの静電・電磁誘導で金属製鋼管柱等が充電することが考えられるが、配電線路

の地上高を適切で安全な高さに維持し、接地を十分に行うことで感電防止対策を考慮する。 

(7) 我が国の無償資金協力の制度 

雨期を考慮した事業内容と工程計画とを策定することにより、我が国の無償資金協力の制

度により、特段の困難なく本プロジェクトが実施可能である。 

4-4 結論 

本計画は、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本計画が広く住民の基礎的生活

条件の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資金

協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本計画の運営・維持管理についても、「ミ」

国側の体制は人員・資金とも十分で問題ないと考えられる。 

しかし、前述の 4-2 で述べた点が改善・整備されれば、本計画はより円滑かつ効果的に実施

しうると考えられる。 
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資料－１  調査団員・氏名 



1. 基本設計調査 

 

氏  名  担  当  所  属  

山田 好一  総括（第２次官ベース）  
国際協力事業団  
無償資金協力部  
業務第三課  

梅永  哲  総括（第１次官ベース）  
国際協力事業団  
無償資金協力部  
業務第三課  

三浦  実  業務主任／道路維持管理計画  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

小宮 雅嗣  副業務主任／発電土木／電力計画  八千代エンジニヤリング㈱  

相良 秀孝  道路改良  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

平岡 一幸  測量（道路）  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

相澤 政夫  土木地質  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

田中 清房  発電機械  八千代エンジニヤリング㈱  

中川 敏夫  測量（小水力発電）  アジア航測㈱  

飯田 将弘  農村調査  ㈱三祐コンサルタンツ  

谷津 哲夫  施工計画／調達計画／積算  八千代エンジニヤリング㈱  

村上 啓一  業務調整  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

佐藤  正  業務調整主任  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  
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2. 基本設計概要書現地説明調査 

 

氏  名  担  当  所  属  

上田  晋  総括  
外務省  
経済協力局  
無償資金協力課  

小森 克俊  業務調整  
国際協力事業団  
無償資金協力部  
業務第三課  

三浦  実  業務主任／道路維持管理計画  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

小宮 雅嗣  副業務主任／発電土木／電力計画  八千代エンジニヤリング㈱  

相良 秀孝  道路改良  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

古川  玲  道路機材計画  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  

村上 啓一  業務調整  
㈱片平エンジニアリング  
インターナショナル  
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資料－２  調査行程 



1.
 基

本
設

計
調

査
 

 

調
 

査
 

内
 

容
 

宿
泊

地
 

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（
水

力
発

電
）

 
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
（
測

量
、

設
計

）
 

N
o.

月 日
 

曜 日
 

官
ベ

ー
ス

 
(小

宮
／

田
中

) 
（
谷

津
／

中
川

）
 

 

1 
 

3/
5

月
 

移
動

[東
京

(1
0:

30
)～

TG
64

1～
(1

5:
30

) 
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

] 
移

動
[ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

(1
7:

45
)～

TG
30

5～
(1

8:
30

) 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

] 
移

動
[東

京
(1

1:
00

)～
JL

71
7～

(1
5:

55
) 

ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ

] 
移

動
[ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

(1
7:

45
)～

TG
30

5～
(1

8:
30

) 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

] 
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

 

2 
 

 
 

3/
6

火
 

在
ﾐｬ

ﾝ
ﾏ

ｰ
日

本
国

大
使

館
及

び
JI

C
A

事
務

所
協

議
 

国
家

計
画

経
済

開
発

省
（
N

PE
D

）
表

敬
訪

問
 

国
境

省
（
PB

A
N

R
D

A
）
IC

/R
説

明
 

在
ﾐｬ

ﾝ
ﾏ

ｰ
日

本
国

大
使

館
及

び
JI

C
A

事
務

所
表

敬
訪

問
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾝ

ﾞ 

3 
 

3/
7

水
 

国
境

省
（
PB

A
N

R
D

A
）
IC

/R
説

明
、

現
地

工
程

等
協

議
 

U
N

D
C

P 
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
と

協
議

 
文

部
省

と
協

議
 

 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

 

4 
 

3/
8

木
 

移
動

[ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

(1
0:

00
)～

6T
80

7～
(1

2:
00

) 
ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
] 

車
で

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
]（

約
6

時
間

）
 

ｿ
ﾊ

ﾞﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ専

門
家

と
協

議
 

移
動

[ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

(1
0:

00
)～

6T
80

7～
(1

2:
00

) 
ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
] 

車
で

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
]（

約
6

時
間

）
 

 
ﾗ
ｼ

ｵ
 

5 
 

 
3/

9
金

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｼ
ｵ

～
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

]（
約

6
時

間
）

JI
C

A
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
事

務
所

氏
原

氏
、

吉
田

氏
、

大
池

氏
と

協
議

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｼ
ｵ

～
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

]（
約

6
時

間
）
 

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

6 
 

 
 

3/
10

土
 

国
境

省
（
PB

A
N

R
D

A
）
地

域
管

理
事

務
所

と
協

議
 

第
１

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
表

敬
訪

問
 

D
A

K
A

SA
表

敬
訪

問
 

同
左

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

7 
 

 
 

3/
11

日
 

計
画

対
象

地
域

の
道

路
踏

査
（
ﾗ

ｳ
ｶ

ｲ
～

ﾀ
ｰ

ｼ
ｪ
ｰ

ﾀ
ﾝ

～

ｼ
ｬ
ｵ

ｶ
ｲ
～

ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

）
合

計
距

離
：

63
.8

km
 x

 2
=1

27
.6

km
 

同
左

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

8 
 

 
 

3/
12

月
 

計
画

対
象

地
域

の
道

路
踏

査
と

水
力

発
電

所
建

設
計

画

地
点

の
調

査
 

A
地

点
：
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

（
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾀ
ｰ

ｼ
ｪ
ｰ

ﾀ
ﾝ

ｰ
ﾁ

ｬ
ｰ

ｼ
ｰ

ｼ
ｭ
）

 
B

地
点

：
ﾀ
ﾓ

ﾎ
ｰ

（
ﾁ

ｬ
ｰ

ｼ
ｰ

ｼ
ｭ
～

ﾀ
ｰ

ｼ
ｪ
ｰ

ﾀ
ﾝ

～
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
）

 
（
約

9
時

間
）
 

同
左

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

9 
 

 
 

3/
13

火
 

国
境

省
（
PB

A
N

R
D

A
）
、

第
1

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地

区
）
と

協
議

 
既

設
ﾛ
ﾝ

ﾁ
ﾝ

水
力

発
電

所
訪

問
、

既
設

配
電

網
を

調
査

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

10
 

 
 

 
3/

14
水

 
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
、

第
1

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地

区
）
と

協
議

 
同

左
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

11
 

 
 

3/
15

木
D

A
K

A
SA

、
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
、

第
1

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
、

D
PD

C
と

協
議

 
M

/D
（
案

）
の

説
明

・
協

議
 

M
/D

著
名

 

同
左

 
移

動
[東

京
(1

1:
00

)～
JL

71
7～

(1
5:

00
) 

ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ

] 
移

動
[ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

(1
7:

45
)～

TG
30

5～
(1

8:
30

) 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

] 
ﾗ

ｳ
ｶ

ｲ
（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
、

小
宮

、

田
中

）
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
谷

津
、

中
川

）
 

12
 

 
 

3/
16

金
 

国
境

省
（

PB
A

N
R

D
A

）
、

第
１

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地

区
）
、

D
PD

C
表

敬
訪

問
 

  

同
左

JI
C

A
事

務
所

表
敬

訪
問

 
ﾗ

ｳ
ｶ

ｲ
（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
、

小
宮

、

田
中

）
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
谷

津
、

中
川

）
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調
 

査
 

内
 

容
 

宿
泊

地
 

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（
水

力
発

電
）

 
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
（
測

量
、

設
計

）
 

N
o.

月 日
 

曜 日
 

官
ベ

ー
ス

 
(小

宮
／

田
中

) 
（
谷

津
／

中
川

）
 

 

13
 

 
3/

17
土

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
]（

約
6

時
間

）
 

JI
C

A
ﾗ
ｼ

ｵ
事

務
所

と
協

議
 

同
左

 
移

動
[ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

(6
:1

5)
～

H
K

00
1～

(7
:3

0)
 ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
] 

車
で

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
]（

約
6

時
間

）
 

JI
C

A
ﾗ
ｼ

ｵ
事

務
所

と
協

議
 

小
宮

、
田

中
と

団
内

協
議

 

ﾗ
ｼ

ｵ
 

小
宮

：
車

で
移

動
[ﾗ

ｼ
ｵ

～
ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
]（

約
6

時
間

）
 

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
(1

2:
30

)～
H

K
01

2～
(1

4:
00

)ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

] 
14

 
 

3/
18

日
 

車
で

移
動

[ﾗ
ｼ

ｵ
～

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
]（

約
6

時
間

）
 

田
中

：
車

で
移

動
[ﾗ

ｼ
ｵ

～
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

]（
約

6
時

間
）
 

田
中

と
同

じ
 

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
）

 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

（
小

宮
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
田

中
､谷

津
、

 
中

川
）
 

小
宮

：
JI

C
A

と
協

議
 

15
 

 
3/

19
月

 
移

動
[ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
(9

:0
5)

～
6T

40
2～

(1
1:

15
)ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

ﾞ] 
在

ﾐｬ
ﾝ

ﾏ
ｰ

日
本

国
大

使
館

、
JI

C
A

事
務

所
報

告
 

移
動

[ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

(1
9:

30
)～

TG
30

6～
(2

1:
10

)ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ

] 
移

動
[ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ
～

JL
71

8～
] 

田
中

：
計

画
対

象
地

域
の

道
路

踏
査

と
水

力
発

電
所

建
設

計

画
A

（
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

）
地

点
の

調
査

 

田
中

と
同

じ
 

機
中

（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
）

 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

（
小

宮
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
田

中
､谷

津
、

 
中

川
）
 

小
宮

：
移

動
[ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

(6
:4

5)
～

H
K

00
5～

(8
:5

5)
ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
] 

車
で

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
] 

（
約

6
時

間
）
 

16
 

 
3/

20
火

 
移

動
[～

JL
71

8～
(6

:2
0)

東
京

] 

田
中

：
既

設
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

変
電

所
を

訪
問

し
、

既
設

配
電

網
を

調
査

 

田
中

と
同

じ
 

ﾗ
ｼ

ｵ
（
小

宮
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
田

中
､谷

津
、

 
中

川
）
 

小
宮

（
三

浦
氏

）
：
JI

C
A

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
事

務
所

吉
田

氏
と

協
議

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｼ
ｵ

～
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

]（
約

6
時

間
）
 

17
 

 
 

 
3/

21
水

田
中

：
水

力
発

電
所

建
設

計
画

A
（
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

）
地

点
の

調
査

 

田
中

と
同

じ
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

18
 

 
 

 
3/

22
木

水
力

発
電

所
建

設
計

画
A

（
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

）
地

点
の

調
査

 
同

左
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
19

 
 

 
 

3/
23

金
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

地
点

近
郊

村
落

の
位

置
確

認
 

同
左

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
20

 
 

 
 

3/
24

土
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

同
左

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
21

 
 

 
 

 
3/

25
日

-
同

左
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
22

 
 

 
 

3/
26

月
測

量
技

師
と

水
力

発
電

所
建

設
計

画
A

（
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

）地
点

の
調

査
 

同
左

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

23
 

 
 

 
3/

27
火

ﾏ
ｰ

ﾁ
ｰ

ﾁ
村

調
査

（
徒

歩
約

3
時

間
）
 

同
左

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
24

 
 

 
 

3/
28

水
ｶ
ｰ

ﾜ
ﾝ

ﾀ
ﾝ

村
調

査
（
車

）
 

同
左

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
25

 
 

 
 

3/
29

木
第

１
特

別
自

治
区

（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
と

協
議

 
同

左
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
26

 
 

 
 

3/
30

金
第

１
特

別
自

治
区

（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
と

協
議

 
同

左
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
27

 
 

 
 

3/
31

土
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

同
左

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
28

 
 

 
 

 
4/

1
日

-
同

左
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
谷

津
：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

39
 

 
 

 
4/

2
月

D
A

K
A

SA
と

第
１

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
表

敬
訪

問
 

収
集

資
料

整
理

・
分

析
 

中
川

：
測

量
調

査
開

始
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
ﾀ
ｰ

ｼ
ｭ
ｳ
ｻ

ｲ
～

ﾏ
ﾓ

ｽ
村

調
査

（
徒

歩
6

時
間

）
 

30
 

 
 

 
4/

3
火

車
で

移
動

[ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
～

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
]（

約
11

時
間

）
 

JI
C

A
ﾗ
ｼ

ｵ
事

務
所

と
協

議
 

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾗ
ｼ

ｵ
（
小

宮
、

田
中

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
谷

津
、

中
川

）
 

31
 

 
 

 
4/

4
水

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
(1

7:
35

)～
6T

50
2～

(1
9:

00
)ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

] 
谷

津
：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
小

宮
、

田
中

）
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調
 

査
 

内
 

容
 

宿
泊

地
 

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（
水

力
発

電
）

 
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
（
測

量
、

設
計

）
 

N
o.

月 日
 

曜 日
 

官
ベ

ー
ス

 
(小

宮
／

田
中

) 
（
谷

津
／

中
川

）
 

 

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
谷

津
、

中
川

）
 

谷
津

：
ｶ
ｰ

ﾜ
ﾝ

ﾀ
ﾝ

村
～

ｽ
ｱ

ﾝ
ｶ
ﾘﾝ

村
～

ﾜ
ｲ
ﾔ

ｵ
村

調
査

（
徒

歩

7
時

間
）
 

32
 

 
 

 
4/

5
木

JI
C

A
と

在
ﾐｬ

ﾝ
ﾏ

ｰ
日

本
国

大
使

館
と

協
議

 
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
と

協
議

 
U

N
D

C
P

と
協

議
 

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
小

宮
、

田
中

）
 

ﾜ
ｲ
ﾔ

ｵ
（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 
谷

津
：
ﾜ
ｲ
ﾔ

オ
村

～
ｶ
ｰ

ﾜ
ﾝ

ﾀ
ﾝ

村
調

査
（
徒

歩
6

時
間

）
 

33
 

 
 

 
4/

6
金

電
力

省
（

M
O

EP
）
、

ﾐｬ
ﾝ

ﾏ
ｰ

電
力

公
社

（
M

EP
E）

、
M

in
is

try
 

of
 A

gr
ic

ul
tu

re
 a

nd
 Ir

rig
at

io
n（

M
O

A
J）

と
協

議
 

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
小

宮
、

田
中

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
谷

津
、

中
川

）
 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

34
 

 
 

 
4/

7
土

移
動

[ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

(1
0:

20
)～

TG
30

4～
(1

2:
05

)ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ

] 
中

川
：
測

量
調

査
 

ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ
（
小

宮
、

田
中

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
谷

津
、

中
川

）
 

35
 

 
 

 
 

 
4/

8
日

移
動

[ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ

(0
8:

45
)～

JL
70

8～
(1

6:
35

)東
京

]
-

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
谷

津
：
ﾊ

ﾟｲ
ｻ

ﾝ
ｺ
村

～
ﾚ
ｲ
ｻ

ﾝ
村

～
ﾌ
ｧ
ﾝ

ﾃ
ｪ
ｲ
ﾝ

村
調

査
（
徒

歩

4
時

間
）
 

36
 

 
 

 
 

4/
9

月

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾌ
ｧ
ﾝ

ﾃ
ｪ
ｲ
ﾝ

（
谷

津
、

飯
田

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 

谷
津

：
ﾌ

ｧ
ﾝ

ﾃ
ｪ
ｲ
ﾝ

村
～

ﾆ
ｭ
ｰ

ｼ
ｬ
ﾝ

村
～

ﾛ
ﾝ

ﾀ
ﾝ

ｺ
村

～
ﾀ
ｰ

ｼ
ｭ

ｻ
ｲ
村

調
査

（
徒

歩
6

時
間

）
 

37
 

 
 

 
 

4/
10

火

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
ﾏ

ｰ
ﾁ

ｰ
ﾁ

村
調

査
（
徒

歩
3

時
間

）
 

38
 

 
 

 
 

4/
11

水

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

39
 

 
 

 
 

4/
12

木

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

40
 

 
 

 
 

4/
13

金

中
川

：
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

の
市

場
調

査
 

41
 

 
 

 
 

4/
14

土

中
川

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

42
 

 
 

 
 

 
4/

15
日

-
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
谷

津
：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

43
 

 
 

 
 

4/
16

月

中
川

：
測

量
技

師
と

測
量

調
査

に
よ

る
設

計
図

準
備

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

44
 

 
 

 
 

4/
17

火
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
谷

津
：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

の
市

場
調

査
 

45
 

 
 

 
 

4/
18

水

中
川

：
測

量
技

師
と

測
量

調
査

に
よ

る
設

計
図

準
備

 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

の
市

場
調

査
 

46
 

 
 

 
 

4/
19

木

中
川

：
測

量
技

師
と

測
量

調
査

に
よ

る
設

計
図

準
備

 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

 
 

 
 

 

 

A-5



調
 

査
 

内
 

容
 

宿
泊

地
 

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（
水

力
発

電
）

 
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
（
測

量
、

設
計

）
 

N
o.

月 日
 

曜 日
 

官
ベ

ー
ス

 
(小

宮
／

田
中

) 
（
谷

津
／

中
川

）
 

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

の
市

場
調

査
 

47
 

 
 

 
4/

20
金

中
川

：
測

量
技

師
と

測
量

調
査

に
よ

る
設

計
図

準
備

 
（
水

力
発

電
所

周
辺

の
測

量
調

査
終

了
）

 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

48
 

 
 

 
 

4/
21

土
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
49

 
 

 
 

 
 

4/
22

日
-

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
谷

津
：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

50
 

 
 

 
 

4/
23

月

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

51
 

 
 

 
 

4/
24

火

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

52
 

 
 

 
 

4/
25

水

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
市

場
調

査
に

よ
る

収
集

資
料

整
理

・
分

析
 

53
 

 
 

 
 

4/
26

木

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
D

A
K

A
SA

と
第

１
特

別
自

治
区

（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
と

協

議
 

54
 

 
 

 
 

4/
27

金

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

谷
津

：
車

で
移

動
[ﾗ

ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
]（

約
11

時
間

）
 

JI
C

A
ﾗ
ｼ

ｵ
事

務
所

と
協

議
 

55
 

 
 

 
 

4/
28

土

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 

谷
津

：
移

動
[ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
(1

4:
35

)～
6T

80
8～

(1
6:

00
)ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

] 
56

 
 

 
 

4/
29

日

中
川

：
- 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 
谷

津
：
JI

C
A

と
協

議
 

収
集

資
料

整
理

・
分

析
 

57
 

 
 

 
 

4/
30

月

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 

58
 

 
 

 
 

 
5/

1
火

-
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 
谷

津
：
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

で
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
と

協
議

 
収

集
資

料
整

理
・
分

析
 

59
 

 
 

 
 

5/
2

水

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 

谷
津

：
移

動
[ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

(1
0:

20
)～

TG
30

4～
(1

2:
05

)ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ

] 
60

 
 

 
 

 
5/

3
木

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ｸ
（
谷

津
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 
谷

津
：
移

動
[ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

(0
8:

45
)～

JL
70

8～
(1

6:
35

)東
京

] 
61

 
 

 
 

 
5/

4
金

中
川

：
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

62
 

 
 

 
 

5/
5

土
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
63

 
 

 
 

 
 

5/
6

日
-

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

 

A-6



調
 

査
 

内
 

容
 

宿
泊

地
 

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
（
水

力
発

電
）

 
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
（
測

量
、

設
計

）
 

N
o.

月 日
 

曜 日
 

官
ベ

ー
ス

 
(小

宮
／

田
中

) 
（
谷

津
／

中
川

）
 

 

64
 

 
 

 
 

5/
7

月
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
65

 
 

 
 

 
5/

8
火

片
平

ｴ
ﾝ

ｼ
ﾞﾆ

ｱ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
66

 
 

 
 

 
5/

9
水

片
平

ｴ
ﾝ

ｼ
ﾞﾆ

ｱ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
67

 
 

 
 

 
5/

10
木

片
平

ｴ
ﾝ

ｼ
ﾞﾆ

ｱ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
68

 
 

 
 

 
5/

11
金

片
平

ｴ
ﾝ

ｼ
ﾞﾆ

ｱ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
69

 
 

 
 

 
 

5/
12

土
-

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 
70

 
 

 
 

5/
13

日
 

移
動

[東
京

(1
1:

00
)～

JL
71

7～
(1

5:
55

) 
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

] 
移

動
[ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ｸ

(1
7:

45
)～

TG
30

5～
(1

8:
30

) 
ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

] 
同

左
。

（
以

下
小

宮
の

み
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

）
-

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
、

小
宮

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 
71

 
 

 
5/

14
月

JI
C

A
事

務
所

、
在

ﾐｬ
ﾝ

ﾏ
ｰ

日
本

国
大

使
館

表
敬

訪
問

 
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
と

協
議

  
N

PE
D

と
U

N
D

C
P

表
敬

訪
問

 

同
左

 
 

片
平

ｴ
ﾝ

ｼ
ﾞﾆ

ｱ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾔ
ﾝ

ｺ
ﾞﾝ

（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
、

小
宮

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 

72
 

 
5/

15
火

 
移

動
[ﾔ

ﾝ
ｺ
ﾞﾝ

(0
6:

30
)～

6T
50

1～
(8

:4
0)

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
] 

車
で

移
動

[ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
]（

約
6

時
間

）
 

JI
C

A
ﾗ
ｼ

ｵ
事

務
所

吉
田

氏
、

大
池

氏
と

協
議

 

同
左

 
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｼ

ｵ
（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
、

小
宮

）
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 

73
 

 
5/

16
水

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｼ
ｵ

～
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

]（
約

6
時

間
）
 

国
境

省
（
PB

A
N

R
D

A
）
地

方
事

務
所

と
協

議
 

第
１

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地
区

）
と

K
H

A
 S

A
 A

H
、

D
A

K
A

SA
表

敬
訪

問
 

同
左

 
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

74
 

 
5/

17
木

 
計

画
対

象
地

域
の

道
路

踏
査

と
電

化
計

画
地

点
の

調
査

 
A

地
点

：
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾎ
ｰ

（
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾀ
ｰ

ｼ
ｪ
ｰ

ﾀ
ﾝ

ｰ
ﾁ

ｬ
ｰ

ｼ
ｰ

ｼ
ｭ
）

往
復

（
約

10
時

間
）
 

同
左

 
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

75
 

 
5/

18
金

 
国

境
省

（
PB

A
N

R
D

A
）
、

第
１

特
別

自
治

区
（
ｺ
ｰ

ｶ
ﾝ

地

区
）
、

K
H

A
 S

A
 A

H
に

M
/D

（
案

）
の

説
明

・
協

議
 

M
/D

著
名

 

同
左

 
片

平
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞと

道
路

計
画

に
係

る
測

量
調

査
 

ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ

 

76
 

 
 

 
5/

19
土

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
]（

約
6

時
間

）
 

JI
C

A
ﾗ
ｼ

ｵ
事

務
所

吉
田

氏
、

尾
池

氏
と

協
議

 
車

で
移

動
[ﾗ

ｳ
ｶ
ｲ
～

ﾗ
ｼ

ｵ
～

ﾏ
ﾝ

ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
]（

約
11

時
間

）
-

ﾗ
ｼ

ｵ
（
官

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
）

 
ﾏ

ﾝ
ﾀ
ﾞﾚ

ｰ
（
小

宮
）

 
ﾗ
ｳ
ｶ
ｲ
（
中

川
）

 
77

 
 

 
 

5/
20

日
 

車
で

移
動
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2. 基本設計概要書現地説明調査 

官団員 コンサルタント団員  

上田･小森 三浦･小宮･相良 村上 古川 

8月 21日(火)   成田→(JL717)ﾊﾞﾝｺｸ 

ﾊﾞﾝｺｸ→(TG305)ﾔﾝｺﾞﾝ 

 

22 日(水)   JICA 事務所打合せ 

国境省協議 

 

23 日(木)   国境省協議 成田→(JL717)ﾊﾞﾝｺｸ 

ﾊﾞﾝｺｸ→(TG305)ﾔﾝｺﾞﾝ 

24 日(金)   団内打合せ 

25 日(土)   団内打合せ 

26 日(日) 成田→(JL718)ﾊﾞﾝｺｸ→(TG305)ﾔﾝｺﾞﾝ 団内打合せ 

27 日(月) 日本大使館、JICA 事務所打合せ 

国境省打合せ 

28 日(火) 団内打合せ 

29 日(水) 国境省協議、団内打合せ 

30 日(木) ﾔﾝｺﾞﾝ→(6T501)ﾏﾝﾀﾞﾚｰ 

31 日(金) ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→(陸路)ﾗｵｶｲ、そばﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ専門家打合せ 

9 月 1 日(土) 第一特別自治区･Khasaah 協議、ミニッツ署名 

2 日(日) ﾗｵｶｲ→(陸路)ﾗｼｵ 

3 日(月) ﾗｼｵ→(陸路)ﾏﾝﾀﾞﾚｰ、ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→(6T502)ﾔﾝｺﾞﾝ 

国境省協議、日本大使館･JICA 事務所報告 4 日(火) 

ﾔﾝｺﾞﾝ→(TG306)ﾊﾞﾝｺｸ 継続調査 

5 日(水) ﾊﾞﾝｺｸ→(JL708)成田 継続調査 ﾔﾝｺﾞﾝ→(TG304)ﾊﾞﾝｺｸ 

6 日(木)  継続調査 ﾊﾞﾝｺｸ→(JL708)成田 

7 日(金)  継続調査  

8 日(土)  ﾔﾝｺﾞﾝ→(TG304)ﾊﾞﾝｺｸ  

9 日(日)  ﾊﾞﾝｺｸ→(JL708)成田  
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資料－３  関係者(面会者)リスト 



関係者（面談者）リスト 

 所 属 及 び 氏 名 職 位 
国境省 民族・国境地域開発局 (Progress of Border Areas and National Races Department; PBANRDA) 

Mr. Than Swe Director General 
Mr. Mint Swe Deputy Director General 
Mr. Maj Thay Myint Director (Northern Shan State) 
Mr. Nyi Nyi  Director (International Relation) 
Mr. Aye Lwin Deputy Director 
Mr. Tun Aung Assistant Director 
Mr.Thet Lwin Staff Officer 
Mr. Meung Meung Laukai Office Manager 
 

第一特別自治区 (Special Region No. 1 ( Kokang)) 
Mr. Phon Jia Xing Chairman 
Mr. Leo Kan Chui Vice Chairman 
Mr. Phon Ta Shwin Head of Planning & Commerce Department 
Mr. Poi Saw Chin Deputy Head of Planning & Commerce Dep. (Road) 
Mr. Myint Swe Director of Planning & Commerce Dep. (Power) 
Mr. Li Chen Bing Member of Planning & Commerce Dep. (Kokang TV) 
Mr. Phon Ta Shwin Head of Security Department 
Mr. Li Win Kum Deputy Head of Training and Education Department 
Mr. Cheang Teacher of Kokang Elementary School Teacher 
Mr. Wan Kan Gyok Deputy Head of Security Department 
Mr. Lee Chin Phu Deputy Head of Communication Department 
Mr. Sai Aung Mint Secretary 1 of Communication Dep. 
Mr. Kim Maong Sew Secretary 
Mr. Lee Chong Chen Secretary 
Mr. Lionel Song Secretary 
 

ラウカイ地方和平開発委員会 (KHA SA AH) 
Mr. Zaw Win 1st Leader 
Mr. Tin Ohn 2nd Leader 

 
「ミ」国 電力省(Ministry of Electric Power) 

Dr. Thein Tun Director General 
Mr. U Kyaw Tin Deputy Director 
Mr. U Aung Khaing Director 

 
「ミ」国 電力公社(Myanmar Electric Power Enterprise) 

Mr. Win Kyaw Deputy Chief Engineer Hydroelectric Department 
Mr. U Yan Naing Managing Director 
 

「ミ」国 農業省(Ministry of Agriculture and Irrigation) 
Mr. Hla Kyaw Director  
Mr.Toe Aung  Deputy Director General 

 
国連薬物統制計画（UNDCP） 

Mr. Jean Luc Lemahieu Representative 
Ms. Yasuyo Yamaguchi Programme Officer 
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チャーシーシュ村 
Mr. Yui Ko Show 1st Leader 

 
チュワチャイ村 

Mr. Lee Su Lon Leader 
 

ターシェータン村 
Mr. Ury Tay Tan 1st Leader 
Mr. Lee Sun Lin 2nd Leader 
 

マーチーチ村 
Mr. Chin Lon Wai Leader 

 
在ミャンマー日本国大使館 

小井沼 紀芳氏 公使 
伊藤 直樹氏 参事官 
道井 緑一郎氏 参事官 
古川 和弘氏 二等書記官 
橋本 雅道氏 二等書記官 
 

JICA ミャンマー事務所 
青木 利道氏 所長 
小塚 英二氏 所員 
佐藤 俊也氏 所員 
今村 甲 氏 専門家 
Mr. Kyaw Lwin Oo Programme Assistant 
 
 

JICA そば・プロジェクト (ラシオ) 
氏原 暉男先生 専門家 
石井 哲也氏 専門家 
大池 雄二氏 専門家 
吉田 実 氏 専門家 
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資料－４  当該国の社会経済状況 



 
 ミャンマー連邦     

 The Union of Myanmar     

      
一般指標      
政体 軍事体制（暫定政府） *1 首都 ヤンゴン（Yangan） *2 

*1,3 主要都市名 マンダレー、モーラミャイン、バテイン *3 元首 国家平和開発評議会（SPDC）議長／タ

ン・シュエ  雇用総数 23,566 千人 （1998 年） *6 
独立年月日 1948 年 1 月 4 日 *3,4 義務教育年数 5 年間 （    年） *13 
主要民族／部族名 ﾋﾞﾙﾏ族 68.9%、ｼｬﾝ族 8.4%、 

ｶﾚﾝ族 6.2% 
*1,3 初等教育就学率 120.9% （1997 年） *6 

主要言語 ミャンマー語 *1,3 中等教育就学率 29.5% （1997 年） *6 
宗教 仏教 90%、キリスト教、回教等 *1,3 成人非識字率 15.3% （2000 年） *13 
国連加盟年 1948 年 4 月 19 日 *12 人口密度 67.62 人／km2 （1998 年） *6 
世銀加盟年 1952 年 1 月 3 日 *7 人口増加率 1.5% （1980 年） *6 
IMF 加盟年 1952 年 1 月 3 日 *7 平均寿命 平均 60.60   男 59.00   女 62.30 *10 
国土面積 680.00 千ｋｍ2 *1,6 5 歳児未満死亡率 118／1000 （1998 年） *6 
総人口 44,464 千人 （1998 年） *6 カロリー供給量 2,862cal／日／人 （1997 年） *10 
      
経済指標      
通貨単位 チャット（Kyat） *3 貿易量 （1999 年）  
為替レート 1US$=6.71         （2001 年 6 月） *8 商品輸出 1,125.2 百万ドル *15 
会計年度 Mar. 31 *6 商品輸入 -2,115.9 百万ドル *15 
国家予算 (1997 年)  輸入カバー率 1.6（月） （1998 年） *14 

歳入総額 86,690 百万ﾁｬｯﾄ *9 主要輸出品目 農産物、林産物、水産物、鉱産物 *1 
歳出総額 98,426 百万ﾁｬｯﾄ *9 主要輸入品目 機械類、輸送・建築資材、工業原材

料 
*1 

総合収支 -44.4 百万ドル （1999 年） *15 日本への輸出 101 百万ドル （1999 年） *16 
ODA 受取額 58.7 百万ドル （1998 年） *18 日本からの輸入 185 百万ドル （1999 年） *16 
国内総生産（GDP） 百万ドル （1998 年） *6    
一人当たり GNP ドル （1998 年） *6 粗外貨準備額 381.5 百万ドル （1998 年） *6 
GDP 産業別構成 農業 53.2% （1998 年） *6 対外債務残高 5,680.4 百万ドル （1998 年） *6 
 鉱工業 9.0% （1998 年） *6 対 外 債 務 返 済 率

（DSR） 
5.3% （1998 年） *6 

 サービス業 37.8% （1998 年） *6 インフレ率 26.8%        *6 
産業別雇用 農業  男 %  女 % （1992 年） *6 （消費者価格物価上昇率） （1990-98 年）  
 鉱工業 % % （1992 年） *6    
 サービス業 % % （1992 年） *6 国家開発計画  *11 
実質 GDP 成長率  6.3% (1990 年) *6    
 
気象   （1961 年～1990 年平均）          観測地：ヤンゴン（北緯 16 度 46 分、東経 96 度 10 分、標高 15m  *4,5 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均／計  
降水量 1.6 2.0 52.3 59.0 359.0 532.2 447.4 476.8 280.0 146.0 48.2 21.6 2426.1mm  
平均気温 25.1 26.3 28.7 30.2 29.3 27.4 26.9 27.0 27.4 27.5 27.1 24.1 27.3℃  
 
 

＊1 各国概況（外務省） ＊9 Government Finances Statistics Yearbook 1999 (IMF) 
＊2 世界の国々一覧表（外務省） ＊10 Human Development Report 2000 (UNDP) 
＊3 世界年鑑 2000（共同通信社） ＊11 Country Profile (EIU)、外務省資料等 
＊4 新世界各国要覧 10 訂版（東京書籍） ＊12 United Nations Member States 
＊5 理科年表 2000（国立天文台編） ＊13 Statistical Yearbook 1999 (UNESCO) 
＊6 World Development Indicators 2000 ＊14 Global Development Finance 2000 (WB) 
＊7 The World Bank Public Information Center, ＊15 International Finances Statistics 2000 (IMF) 

International Financial Statistics Yearbook 1998 ＊16 世界各国掲載情報ファイル 2000 （日本貿易振興会） 
＊8 Universal Currency Converter 注： 商品輸入については複式簿記の計上方式を採用しているため

支払額はマイナス標記になる 
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 ミャンマー連邦     

 The Union of Myanmar     

 

我が国における ODA の実績 （資金協力は約束額ベース、単位：億円） *17 

暦年 
項目 

1995 1996 1997 1998 1999  

技術協力 5.99 4.93 6.33 7.68   

無償資金協力 158.99 80.97 41.22 52.92   

有償資金協力 0.00 0.00 0.00 0.00   

総額 164.98 85.90 47.55 60.60   

       

我が国における ODA の実績 （支出総額、単位：百万ドル） *17 

暦年 
項目 

1995 1996 1997 1998 1999  

技術協力 12.16 9.87 9.28 11.01   

無償資金協力 139.27 101.98 55.14 47.01   

有償資金協力 -37.19 -76.65 -49.59 -41.94   

総額 114.23 35.19 14.83 16.09   

       

OECD 諸国の経済協力実績 （支出総額、単位：百万ドル） *18 

 

贈与(1) 

（無償資金協力・

技術協力） 

有償資金協力 

(2) 

政府開発援助 

（ODA） 

(1)+(2)+(3) 

その他政府資金

及び民間資金(4) 

経済協力総額 

(3)+(4) 
 

二国間援助 

（主要供与国） 
71.6 -44.2 27.4 95.9 123.3  

1. Japan 58.0 -41.9 16.1 -29.7 -13.6  

2. Norway 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4  

3. Netherland 1.9 0.0 1.9 0.1 2.0  

4. Australia 1.8 0.0 1.8 0.0 1.8  

多国間援助 

（主要援助機関） 
29.5 1.8 31.3 0.0 31.3  

1. UNDP   16.6 0.0 16.6  

2. UNICEF   6.6 0.0 6.6  

その他       

合計 101.1 -42.4 58.7 95.9 154.6  

       

援助受入窓口機関 *19 

技術協力： 国家計画・経済開発省対外経済関係局（FERD） 

無償： 国家計画・経済開発省対外経済関係局（FERD） 

協力隊： 国家計画・経済開発省対外経済関係局（FERD） 

 

 
＊17 我が国の政府開発援助 1999（国際協力推進協会） 
＊18 International Development Statistics (CD-ROM) 2000 OECD 
＊19 JICA 資料 
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資料－５  討議議事録（M/D） 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－６  事前評価表 



事前評価表（無償資金協力） 
 

1. 対象事業名 

ミャンマー連邦 シャン州北部コーカン地区電化計画 

2. 我が国が援助することの必要性・妥当性 

(1) 「ミ」国は、我が国と緊密で良好な関係を有し、独立後一貫して親日国であり、我が国の援

助重点国として位置付けられていた。88 年の政変以降は、一定分野を除いて経済協力は事実

上停止されたが、95 年のアウサン・スーチー女史の自宅軟禁解除等に見られる事態の進展を

受け、直接住民に裨益する生活基礎生活分野を中心に協力が実施されている。また、99 年の

「ミ」国首脳と小渕総理大臣との首脳会談で経済構造調整支援の意向が示されている。 

(2) 「ミ」国は 135 の少数民族を抱える多民族国家であるが、少数民族が居住する本計画地は辺

境地区であり、基礎インフラ整備が遅れているため、生活水準は極めて低い。また、本計画

地は、山岳地帯で耕地が少なく食料自給率も少なく換金作物としてケシ栽培が長年行われて

いたが、この地区における反政府活動が和平協定をもって終結し、「ミ」国政府により麻薬

撲滅運動が展開されている。我が国も同運動の一環として、電化対象地であるチャーシーシ

ュ村村落群を中心にそばプロジェクトを実施し、ケシ栽培の転作活動を行っている。 

(3) 当該国の社会・経済事情については、資料 4 の「当該国の社会・経済事情」参照。 

 

3. 協力対象事業の目的（プロジェクト目標） 

協力対象事業の目的は、コーカン地区の内の生活環境が劣悪なチャーシーシュ村村落群を対象として配

電網を整備し、住民の生活環境を改善し、ひいてはケシ栽培撲滅のための代替作物導入を支援すること

である。 

 

4. 協力対象事業の内容 

(1)  対象地域 

シャン州北部コーカン地区 

(2) アウトプット 

本計画対象地域において、配電網が整備される。 

(3)  インプット 

① チャーシーシュ村及びチャーホー村の電化に必要な下記配電用資機材の調達・据付。 

・10.5kV 配電線用資機材の調達・据付（約 13km） 

・低圧配電線用資機材の調達・据付(約 8.5km) 

② 需要家への低圧線引込用資機材（電力量計を含む）の調達。(約 245 戸分) 

（据付工事については先方負担工事とする。） 

   ③ 予備品、道工具の調達（１年分） 

(4) 総事業費 概算事業費 2.17 億円（日本側 2.16 億円、「ミ」国側 150 万円） 
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(5) スケジュール 

工事工程：約 15 ヶ月（実施設計：約 4.5 ヶ月、施設建設：約 10.5 ヶ月） 

 

(6) 実施体制 

1) 先方責任機関：国境省（PBANRDA） 

2) 先方実施機関： 第 1特別自治区 (先方負担事項の実施と完成後の運転・維持管理を行う。) 

 

5. プロジェクトの成果 

(1) プロジェクトにて裨益をうける対象の範囲及び規模 

直接裨益人口：チャーシーシュ村及びチャーホー村の住民 約 1,420 人 

間接裨益人口：チャーシーシュ村村落群の住民 約 5,100 人 

(2) 事業の目的（プロジェクトの目標）を示す成果指標 

チャーシーシュ村及びチャーホー村の電化（電化率及び需要家数の向上） 

 

地域 現状 事業実施後 

本計画地（チャーシーシュ村） 0％ 
（需要家数：0人） 

100％ 
（需要家数：約1,420人） 

コーカン地区中心地ラウカイ市 100％ 
（需要家数：約2万人） 

100％ 
（需要家数：約2万人） 

コーカン地区地方部平均 2％ 
（需要家数：約4,000人） 

2.7％ 
（需要家数：約5,420人、） 

(3) その他の成果指標 

・ 脱穀機等の電動機械の導入による農業の活性化、生産性向上 

・ 学校の照明設備整備による教育活動の活性化 

・ 薬品冷蔵庫等の導入による医療保険サービスの向上 

・ 給水ポンプの導入による婦女子の労働軽減 

・ 照明、通信機器等の導入による行政サービスの向上 

６．外部要因リスク 

「ミ」国側負担工事である各戸引込用低圧配電線路資機材の据付工事の実施。 

７．今後の評価計画 

(1) 事後評価に用いる成果指標 

1) 電化率 

2) 需要家数 

(2)  評価のタイミング 

1) 事業終了時の全体の事後評価 

2) 事業終了後、一年後の事後評価 
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資料－７  参考資料／入手資料リスト 
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資料－８  ソフト・コンポーネント計画 
 



 

ソフト・コンポーネント計画書 
 

1. 業務計画 

1.1 背景 

本計画では、日本側が調達する低圧の各戸配電用資機材（全245戸分）の据付工事を「ミ」国側が

実施する予定である。同工事は日本側の高圧配電線工事終了前に完了し、工事完了に合わせて電力供

給を開始できるようにすることが、事業実施効果を発現するために必要である。また、本計画はそば

プロジェクトと連係性がある。そばプロジェクトは山間部の未電化地域で展開しているが、同地域で

は、電気料金徴収等の電力運営方法も確立されていないため、本計画の供用開始後の運営方法に配慮

が必要である。 

 

「ミ」国側実施機関である第１特別自治区は、地元下請け業者を利用して、通常の架空配電線据付

工事を実施しており、工事の実施には特段の困難さは見受けられない。実施機関は大形プロジェクト

の経験が少ない事から、計画の立案、技術監理及び事故予防保全などには疑問があるため、これらの

技術について助言を行い実施機関の能力向上を図る必要がある。そのため「ミ」国側の実施する各戸

配電用資機材の据付工事については、日本のコンサルタントから技術指導員を派遣し、第１特別自治

区の工事監理担当者に技術指導を行い、必要な工期・品質の確保に当たらせる必要がある。更に、本

計画施設を末永く適切に維持管理するためには、本計画で調達する電力量計を利用して、需要家から

適切な電力料金を徴収する必要があり、未電化の地域である本計画地において、日本のコンサルタン

トが電気料金徴収方法について指導することが重要と判断する。 

 

なお、本計画対象地域は、自動車通行が不可能な山間部の広範囲な地域に広がっているため、村落毎に

村民から配電管理及び電気料金徴収担当が任命されることとなる。このため、地域により管理技術の格差が

生じることが懸念されるが、当該技術指導によって、計画対象地域内で統一された運転・維持管理技術並び

に料金徴収体系を確立する必要がある。 

 

1.2 目標（ターゲット） 

・先方実施機関において各戸配電用資機材工事等について適切な施工監理が可能となる。 

・電化対象地において、配電管理・電気料金徴収が適切に実施される。 

 

1.3 成果（直接的効果） 

本ソフト・コンポーネントの導入により期待される効果は、以下の通りである。 

・ 同一地域内において、各戸引込用低圧配電線工事（「ミ」国側負担）と 10.5kV 高圧配電線工事及び低

圧幹線工事（日本側負担）とが平行して実施され、かつ請負工事業者が異なる複合工事に対する総合

監理技術が移転される。（無償資金協力制度の所定工期内（単年度工事）で、日本側工事と「ミ」国側工
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事が完了し、効果の発現が確実となる。） 

・ 電化対象の各村落で配電管理及び電気料金徴収担当として任命された要員に運転・維持管理技術、

料金徴収技術を移転できる。 

 

1.4 活動（業務内容の詳細） 

(1)  派遣要員の選定 

本計画対象地域の工事は、コンサルタントによる当該工事の技術指導には、各期の先方側据付

工事の工程に合わせ、1 名の要員を配置する必要がある。同要員は、類似プロジェクトの経験を持っ

た配電技術者を選定するものとする。 

 

工期区分 対象村落 地理的区分 
チャーシーシュ村中心の 1km 圏内 

チャーシーシュ村、チャーホー村 ターシェータン村既設配

電線分岐点からチャーシ

ーシュ村までの村落、及び

チャーシーシュ村中心部

のみ。 

 

 

(2)  派遣技術者の現地指導内容と技術指導の所要期間 

本計画の目的である適切な施工監理技術の移転を達成するために、主な指導内容を①総合/詳

細計画立案の指導②工事開始段階における実施準備及び監理指導、並びに③工事完了段階にお

ける監理指導及び総合評価とする。同派遣技術者による具体的な指導内容は、次の表-1 に示すと

おりである。 

なお、当該派遣技術者による指導体制及び派遣期間は、上記指導内容の各段階毎に要員を適

宜派遣するスポット管理方式にて行うこととする。表-2 に工事の派遣期間を示す。 
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表-1 派遣技術者の指導内容 

ステップ 指導項目 
1. 総合/詳細計画の立案指導 (1) 配電ルート確認調査 

（各需要家位置、電柱配置位置等） 

(2) 計画工程表作成指導 
（監理要員計画、日本側工事との工程調整、等） 

(3) 工事資機材数量表作成指導 
（日本側調達資機材の確認、「ミ」国側が準備する仮設用資機材

の管理等） 

(4) 工事業者との契約手続きに関する助言 

(5) 工事業者からの提出図書（施工図等）の照査業務に関する指導 

(6) 各戸配電用資機材の調達・工事計画策定状況の確認 

(7) 電力料金徴収計画（案）の策定 

2. 工事開始段階における 
実施準備及び監理指導 

(1) 日本側調達の資機材搬入検査立会に関する指導 

(2) 工事監理指導 
（安全管理、品質管理、工程管理、資機材納入管理及び報告書

作成等） 

(3) 日本側工事（10.5kV 高圧配電線及び低圧幹線工事）との必要な

調整事項の指導 
（施工場所及び仮設用地の確認調査、停電計画、日本側工事

OJT 参加要員の管理等） 

(4) 日本側施工業者による模範的な施工管理技術の説明 

(5) 配電網の運転維持管理技術指導 

(6) 電気料金徴収担当者の任命及び指導 

(7) 電気料金徴収方法策定の指導 

3. 工事完了段階における 
監理指導及び総合評価 

(1) 現地試験立会の指導 
（各戸引込配電線路の試験、日本側低圧幹線との接続工事確認

を含む） 

(2) 竣工検査立会の指導 

(3) 工事完了までの工事監理体制の評価 

(4) 運転・維持管理上の留意点の整理・指導 

(5) 電気料金徴収台帳の整理・指導 
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1.5 詳細投入計画（各業務・ターム毎の人数、形態、時期、期間等） 

 

表-2  技術指導工程表 

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 派遣期間 
チャーシーシュ村

中心部及びチャー

ホー村 

        

３ヶ月 

 計 ５.５ヶ月 

（計画・準備期間） （工事期間） 

ステップ３ ステップ２ ステップ１  

         ：技術指導期間 

         ：先方工事期間 
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